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農政産業観光委員会会議録 

 

日時      平成２４年３月７日（水） 開会時間  午前１０時０５分 

  閉会時間  午後 ４時５５分 

  

場所      第２委員会室 

 

委員出席者   委員長  堀内 富久 

副委員長 高木 晴雄 

委 員  臼井 成夫  清水 武則  保延  実  鈴木 幹夫   

山下 政樹  早川  浩  木村富貴子  小越 智子  

 

委員欠席者   なし 

 

説明のため出席した者 

観光部長 後藤 雅夫  観光部理事 山本 一   

観光部次長 堀内 久雄  観光企画・ブランド推進課長 望月 洋一  

観光振興課長 茂手木正人  観光資源課長 芹沢 正吾   

国際交流課長 古屋 正人 

 

農政部長 松村 孝典  農政部次長 吉澤 公博   

農政部技監 加藤 啓  農政部技監 齋藤 辰哉   

農政総務課長 輿石 隆治  農村振興課長 山本 重高   

果樹食品流通課長 西野 孝  農産物販売戦略室長 小野 光明   

畜産課長 桜井 和巳  花き農水産課長 田中 真   

農業技術課長 樋川 宗雄  担い手対策室長 大島 孝   

耕地課長 有賀 善太郎 

 

議題 （付託案件）   

第４５号 県営土地改良事業施行に伴う市町村負担の件 

   （調査依頼案件） 

    第２７号 平成２４年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中農政産業観光委員会

関係のもの、第２条継続費及び第３条債務負担行為中農政産業観光委員会

関係のもの 

    第３２号 平成２４年度山梨県農業改良資金特別会計予算 

    

 

審査の結果   付託案件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定し、調査

依頼案件については、いずれも原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

審査の概要   まず、委員会の審査順序について、観光部関係、農政部関係、企業局関係、

産業労働部・労働委員会関係の順に行うこととし、午前１０時０５分から午後

１時４５分まで（その間、午後１１時４８分から午後１時０３分まで休憩をは

さんだ）観光部関係、休憩をはさみ午後２時０３分から午後４時５５分まで農

政部関係の審査を行った。 

企業局及び産業労働部・労働委員会関係については引き続き８日に審査を行
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うこととした。 

 

主な質疑等 観光部関係 

 

※第２７号  平成２４年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中農政産業観光委員会関

係のもの、第２条継続費及び第３条債務負担行為中農政産業観光委員会関係の

もの 

質疑 

（富士北麓エコツーリズム推進事業費補助金について） 

早川委員  課別説明書の観１１の上から４つ目の富士北麓エコツーリズム推進事業費

補助金について伺います。 

 私は、今までウェルネス・ツーリズムやスポーツツーリズムについて質問を

させていただいたところだったんですが、近年、健康志向による自転車ブーム

で、地元の富士北麓地域では、富士ヒルクライムという自転車競技が非常に盛

んになっており、また私自身もマウンテンバイクという自転車を趣味で乗って

いる点から、この自転車を活用した観光振興に対する予算措置は本当に期待を

しているところなんですが、本会議でも知事から答弁もあり、また、先ほど課

長さんから説明があったわけですが、もう少しくわしく事業の概要を説明して

いただければと思います。 

 

茂手木観光振興課長  この事業につきましては、今年度に整備した富士北麓駐車場を活用し

て、この地域における周遊観光を推進することとあわせまして、富士山の世界

文化遺産登録を見据える中で、環境に配慮した観光スタイルの定着を目指すも

のでございます。 

 事業主体は富士山・富士五湖観光圏整備推進協議会でございまして、県立富

士北麓駐車場を拠点として、サイクリングコースの設定、マップの作成、ある

いは首都圏を対象としたモニターツアーや、自転車教室などを想定したイベン

トの開催。それから、電動自転車の貸し出しなど、自転車を活用したサイクル

ツーリズムを推進することを事業内容といたしており、県がこれに支援をする

ものでございます。 

 

早川委員  先ほど、ご説明のあったこの事業は、この間オープンした富士北麓駐車場を

拠点としてということですが、私が認識している限りは、各観光地まで若干距

離があって、電動自転車の貸し出しとか、マップの作成では周遊観光の推進と

して、なかなか厳しいものがあると思います。もちろん何か対策をお考えだと

思いますが、いかがでしょうか。 

 それと、もう一つ、先ほどお答えの中にあった、電動自転車の貸し出しにつ

いて、どのくらいの台数を予定しているのか、その規模をお伺いします。 

 

茂手木観光振興課長  レンタサイクルにつきましては、富士北麓駐車場の観光案内所におい

て、電動アシスト付自転車５台を貸し出す予定でございます。 

 なお、この５台には、自転車専用のサイクルナビを取りつけることとしてお

り、ＧＰＳ、あるいは地図情報の表示によりまして、目的地へのルート案内を

行うほか、どういうコースを行って、どういう施設に立ち寄ったかという走行

過程を記録しておく機能もございますので、観光動態を把握することも可能と

なっております。 
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早川委員  そのＧＰＳのサービス、非常に効果的だと思っているんですね。さらにカロ

リー消費表示なんかあると、非常に私はいいと思います。 

 それと、先ほどの説明の中で貸し出すのが５台ということなんですが、推進

を図るという意味合いにおいて、いかにも少ないのではないかと感じるんです

が。例えば、予算の関係上であれば、高い電動自転車じゃなく、電動付じゃな

い自転車とか、子供用の自転車なんかも設置したほうがいいと思いますが、そ

の辺いかがお考えか、お願いします。 

 

茂手木観光振興課長  富士北麓地域におきましては、レンタサイクルといたしまして、富士

吉田市では、財団法人ふじよしだ観光振興サービスが富士山駅の近くで４台を

貸し出しております。それ以外に民間事業者では、富士河口湖町の宿泊事業者

が８軒で計１００台、それから山中湖村の宿泊事業者が１０軒で７７０台を現

在、貸し出しをしております。 

 今回の事業につきましては、事業主体であります富士山・富士五湖観光圏整

備推進協議会で協議いただいた際に、レンタサイクルの導入については、地元

の民業を圧迫しないように配慮することが必要だという意見が出されまして、

こういった意見を踏まえ、スタート時点におきましては５台で始めるというこ

とにしたものでございます。 

 しかし、今後におきましては、利用状況等を勘案する中で、子供用の自転車

も含め、貸し出し台数とか、運用をどのようにしていくかということを考えて

いく必要があるのではないかと考えております。 

 それから、予約ですけれども、予約がいっぱいになった場合には、いただい

たお申し込みを、ただお断りするのではなく、ほかのレンタサイクルを案内す

るなど、民間の貸し出し事業者等との連携も視野に入れております。それから、

富士の国やまなし観光ネットのホームページにおいても、富士北麓各地のレン

タサイクルのサービスを幅広く紹介して、富士北麓一体としてＰＲをしていき

たいと考えております。 

 

早川委員  わかりました。最後になりますけど、もっと踏み込んで、富士北麓地域を一

体として広域的にとらえて考えた場合、これは本会議の中でも質疑がありまし

たが、自転車利用者が周遊観光を行うためには、自転車をバス、電車などの交

通機関に持ち込んでいくといったスタイルにしてもらうことが必要だと思い

ます。 

 例えば、神奈川中央交通がラック付バス、また、ここにパンフレットがあり

ますが、千葉の南房総や北海道の十勝川で行われているサイクリングバスツア

ーなどというツアーも検討していくべきだと思いますが、その辺、お考えをお

伺いします。 

 

茂手木観光振興課長  今回、実施いたしますモニターツアーにつきましては、首都圏の方々

を対象として、ツアーバスを運行するわけですけれども、そのツアーバスに加

えて、トラックによる自転車の搬送サービスも行うこととしており、委員がお

っしゃるようなサイクリングのバスツアーという考え方も取り入れていく予

定でございます。 

 また、実際の旅行商品の造成につきましてですが、このモニターツアーの結

果を踏まえ、こうした搬送付サービスの形態で実施していくことを基本に、コ

ストや安全性などといった課題を検討する中で進めてまいりたいと考えてお

ります。 
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早川委員  富士山の世界文化遺産登録を見据えて、観光、健康、環境のすべてのキーワ

ードを含んだ、本当にいい事業だと思いますので、ぜひ成功させていただきた

いと思います。 

 

       （おもてなし推進事業費について） 

木村委員  本県でも、おもてなしのやまなし観光振興条例も制定され、県や市町村、観

光事業者、そして県民が一体となって、おもてなしの向上を図り、観光を振興

することとされていますけれども、私は、この条例に込められた思いが、どう

したら広く県民に浸透していくかということを、とても気がかりに思っている

１人です。 

 いよいよ、来年度の国民文化祭が開催され、県下各地で、さまざまな事業が

予定をされています。特に３０３日という、全国初の通年開催ということです

から、開催期間中に全国から多くの参加者、観光客が訪れるこの国民文化祭は、

山梨のおもてなしをＰＲする絶好の機会だと思うんですよね。そういうことが

あって、いろいろ事業が組み立てられておられると思います。 

 たまたま、この間、夜、タクシーに乗ったときに、その運転手さんに、私の

ことだから、国民文化祭やおもてなし条例を知っているかとかという話をした

んだけれども、どっちも知らないと言うんですよね。タクシーを降りるまで、

私は、すっとそのことを問い続けていたんです。この前、この委員会でやまな

し女将の会の皆さんと意見交換をしたんですが、女将の皆さんは、お客様をも

ちろん、お出迎えをして、旅館の独自性を出そうと一生懸命工夫する。だけど、

そこへ行くまでのタクシーの運転手さんが、ぶっきらぼうであったのでは、ど

うにもならないと思って一生懸命宣伝をしてしまいました。 

 そこで３点ほどお伺いしますけれども、国民文化祭を契機に山梨県ならでは

のおもてなしを推進していくため、具体的にどのような取り組みをされている

のか、まずお伺いしたいと思います。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  先ほどの予算のところでも少し説明したのですが、観の

８ページでございます。まず、県民を巻き込みながらの取り組みといたしまし

て、おもてなし宣言を各ホテルやタクシー会社はもとより、企業、個人におい

てもやっていただきたいなと、こんなことを進めていきたいと思っています。

ホテルでも、こんなおもてなしをやっていきますよとか、タクシーではこんな

おもてなしを目指してやっていきますよという宣言をしていただき、そして、

宣言企業には、プレートやステッカーをお渡しして、掲示をしていただきたい

と考えております。 

 このプレートやステッカーにより、おもてなし宣言をしたあかしとして、観

光でいらっしゃった方からも見え、また自分たちも毎日これを見て、おもてな

し宣言をしたんだなということで、日々心を新たにするようなものになるとい

うものでございます。 

 そしてまた、山梨県内で旅行した人に、県内の旅先でどのようなおもてなし

を受けて感動したとかといった体験を募集して、事例を集めていきたいと考え

ています。 

 また、業界や市町村が行うおもてなしの向上等についての研修会や検討会を

開催し、おもてなしの第一人者のアドバイザー等を派遣して、いろいろなアド

バイスをしながら、おもてなしの向上を図っていきたいと考えております。 

 予算的には、こういうものでございますが、例えば、おもてなしの推進週間

に関するおもてなしの県民大会においては、委員の皆様方にもご出席していた

だいて、今年度行われたわけですが、これは少し時間がなく、県が直営で行っ
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たものですが、これにつきましても、関係者の皆さん方に集まっていただいて、

実行委員会方式で、県民みんなを巻き込んだ格好でやっていきたいと思ってお

ります。また、県政のテレビ番組でも、おもてなしの事例をやっている方を毎

月１回取り上げていくとか、予算以外にも、さまざまな知恵を働かせて、おも

てなしの推進を図っていきたいと考えております。 

 

木村委員  わかりました。２５２万３,０００円だということで金額じゃないんですけ

ど、心を込めて事業をしていただきたいと思います。また、観の７ページに、

この映像産業ということが書いてありましたけれども、やっぱり全国放映して

いただけるような何か、もっと工夫を重ねていただきたいと思います。 

 それで、私も今日、机の中にしまって付けてこなかったんですけれども、執

行部の皆さんが着けているバッジは、周りに金が入っていて、ぴかぴかときれ

いでいいなと思うんですが、ただ、推進週間の日付のところは終了日を入れず

に２月１日からだけにしておけばよかったと。終了日が入っていると、何か昔

のものを着けているようで、それがちょっと工夫が足りなかったかなと思うん

です。センスの問題もありますけれども、ぜひ、観光部の皆さんにおかれては、

知恵をしぼり、工夫に工夫を重ねて、頑張っていただきたいと思います。 

 

（外国人観光客誘客促進おもてなしキャンペーン事業費について） 

木村委員     次に、昨年の東日本大震災の発生以降、本県を訪れる外国人観光客が前年比

で１２％も減ってしまったということ。特に富士五湖地域の観光業者に大きな

打撃を受けたということで、数字を出していただきました。確か平成２３年４

月においては前年比９８％減の１,９００人、９月は前年比６２％減の１万５,

０００人と、やや戻りつつあるということで少しほっとしております。今後、

山梨を訪れる外国人観光客に対しまして、おもてなしの向上を図って、誘客を

促進する必要が絶対あると思うんですけれども、具体的な取り組みについて、

改めて、きちっとした説明をしていただきたいと思います。 

 

        

古屋国際交流課長  委員おっしゃったように、課別説明書２１ページの４番、外国人観光客

誘客促進おもてなしキャンペーン事業費という形になります。これは、おもて

なしの実践とニーズの把握のためにキャンペーンを行うこととしております。 

 具体的には、来年の春節の２月１０日になるんですが、その前後に合わせま

して、県内に宿泊する外国人観光客に対して歓迎するメッセージをお送りする

とともに、おもてなしのアンケート調査を行い、回答いただいた方に記念品を

贈呈することを予定しております。 

 アンケート調査では、その外国人観光客のおもてなしに関するニーズの把握

ということで、今後のおもてなしの向上を図る上で活用してまいりたいと考え

ています。 

 

木村委員  私たちも、よく、あちこちのアンケートで何かくれるなんてなると、すぐ丸

を付けてもらったりしますけれども、何か品物を上げるだけのアンケートであ

れば、あまり意味がないような気がします。ポイントを絞り、しっかり今後に

生かせるようなアンケートを作成していただきたいと思います。またアンケー

トができたら、ぜひ内容をお聞きしたいと思います。 

 ３点目ですけれども、これからの外国人観光客受入体制には絶対必要な機関

だということで、国際交流センターのことについてお伺いしたいと思いますけ

れども、県内在住の外国人の方に、外国から来た方の観光客に対してのおもて
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なしの心を持って接してくださいと、当然、その人たちが山梨を愛していなき

ゃだめなんだけれども、何よりもまず私たちが、外国から来ている方に対する

日ごろの行いが、こういうところで出るんだと思うんです。 

おもてなしの心を込めた通訳、通訳ボランティアとして活躍をしていただけ

るような取り組みをぜひ進めてもらいたいと思うんですけれども、インバウン

ド観光を進める上で、本当によい結果を生むために、どんな工夫をなされてい

るのか、お聞きしたいと思います。 

 

古屋国際交流課長  明年度の事業となりますけれども、課別説明書、観２２ページの一番上

の８番のマル臨、外国人観光客受入体制強化事業費ということを計画してござ

います。 

 本年度につきましては、震災後の風評被害を防止し誘客を図るために富士の

国観光ネットなどのインターネットを使い、海外に向けて、日常生活や観光地

の様子などの安全、安心をＰＲしてきたところでありますけれども、そうした

取り組みにも、県内在住の外国人の方に御協力をいただいて、生の声という形

で発信してございます。 

 明年度につきましては、今申し上げました、この外国人観光客の受入体制を

強化するために、通訳ボランティア養成講座の開催を通じて、国際交流協会で

持っております国際交流人材バンクの拡充を図っていきたいと考えておりま

す。また、こうした取り組みにも、多くの在住外国人に声をかけて、参加して

いただきたいと考えています。 

 

木村委員  現在、外国人の方が１万人以上おり、ある程度通訳もできる方、本当に働き

たいという方もいらっしゃるんですが、山梨県国際交流協会に入っている３４

団体の中には２,０００人ぐらいの方がいるそうですけど、今言ったように、

通訳できる方は、そんなに大勢の人数じゃないということです。 

 国際課の出先機関である国際交流センターの中に入っており、お互い連携が

取れる状況にあるわけですから、外国から来ている方に対して、生き生きと山

梨のために自分が働けるんだという認識、誇りを持つような形で、ぜひ御指導

をお願いしたいと思います。 

 私、おもてなしのやまなし観光振興条例もいいんですけれども、本来は、お

もてなしの心やまなし観光条例と、心を入れなければと思うんです。今回は、

入っていないけど、私たちの心の中に心が入るような、そんなふうにしていた

だく。その点が心配に思っています。県民全体で、本当にこのおもてなしの心

を持った条例となって、大勢の皆さんが山梨に、また何回も何回も訪れるよう

に、私どもも、私も協力し、努力をしてまいりたいと思います。 

 ぜひ、そんなことで終わりにしたいと思います。 

 

鈴木委員  幾つも新しい事業がありますが、これらは、今までみたいに外国人が観光で

本県に来ていただけるようにする仕掛けだと思うんですよね。３．１１の東日

本大震災以降、今までとは全く違うとは思うのだけれども、こうした新しい新

規事業をそろえ、予算も使って、今年どのぐらいの成果が見込まれると思って

いますか。 

 

古屋国際交流課長  都道府県別の来県者数、宿泊者数という形になりますと、観光庁で行っ

ている宿泊動態調査ということになります。この調査によると、まだ９月末の

状況までが発表されているところであり、１２月末までの状況は、多分、３月

の半ばごろ、国のほうで発表される状況でございます。 
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 そうした中で、富士ビジターセンターで来ている観光客の動きというのが参

考になろうかと思いますけれども、１２月まではマイナスであったわけですけ

れども、今年は、先ほど言いましたように１月が春節だということもありまし

て、１月は昨年よりもふえているという状況でございます。また、昨年の２月

と比べましても、若干のマイナスという状況でございますので、回復はだいぶ

してきているのではないかと考えております。 

  

鈴木委員  確かに予算を盛ってやることはわかるんだけど、実質的に、海外ツアーもそ

うなんだけど、向こうの方々を受け入れる仕掛けをしているわけだね。実際、

平成２４年度にそういう事業をやって、県としてどのぐらい呼べるかといった

積算があると思うんだよね。商店街や旅館、あるいは観光施設なども期待をし

ていると思うんだけれども、その辺はどのぐらいの見方をしていますか。 

 

古屋国際交流課長  例えば、今年、トップセールスやキャラバンなど、いろいろなことをや

っておりますけれども、それで観光客をどのぐらい見込むのかということにつ

きましては、今年度末に作成します観光振興計画の中に数字をうたってござい

ます。 

 具体的に、その観光振興計画の目標値を申し上げますと、来年度末には地震

の起こる以前の状態に戻し、それ以降、平成３０年までには１４０万人ぐらい

の観光客を呼びたいという形で目標を立てております。 

  

鈴木委員  わかりました。なぜ聞いたかというと、会社や個人で各国道沿いで農産物の

直売所をやっている会社や個人の方々がいるんだけれども、聞かれるのは、「お

客さん、本当に来るかね、やってもマイナスかね」とよく言われるんだよね。

だから、我々どもに対してもそうなんだけれど、やっぱり県として目標値を言

ってもらわないと。ある程度、このぐらいの目標だから推進できるという方向

性を出してあげれば、小さいことかもしれないけれど、やっぱり相当助かるん

じゃないかなと思うんですよね。 

 今聞くと、大丈夫だということですね。私たちも自信を持って県は頑張って

いますと県民に言うことにします。 

 

       （やまなしライフ推進事業費について） 

保延委員  四、五年前から、二地域居住の話があり、ここのところ、あまりその話も聞

いていないわけですが、今現在の現状はどのようになっていますか。 

 

手木観光振興課長  二地域居住につきましては、観１２ページの２つ目の丸印のところに、

二地域居住の促進を図るため、山梨での田舎暮らしに関する相談や情報提供を

行うということでやっており、県、市町村、建設事業者、不動産事業者、設計

事業者などから成る、やまなし二地域居住推進協議会という全県的な組織をつ

くっておりまして、これが平成２１年７月に設立をしております。 

 現在、会員が５５団体ございまして、うち４０社が民間企業でございます。

残りの１５が県と１４市町村であり、この１４市町村というのは、自分たちの

市町村で空き家バンク制度を持っているところが該当をしております。 

 事業につきましては、その協議会が事業主体となって進めておりまして、県

は、この協議会の活動に対して補助金を交付して支援している状況です。 

 事業の概要ですけれども、主流となりますのが、甲斐適生活相談会という言

い方をしているんですけれども、東京の都心におきまして、山梨との二地域居

住を希望する方々を集め、それぞれ会員が出かけていって相談会を開催する。
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生活に関する相談会であるとか、あるいは物件に関する商談を年４回開催して

おります。それ以外にも、出張相談会と呼んでいますけれども、横浜、名古屋、

あるいは今年度の場合ですと、東京の品川のイオンで開催しております。 

そのほかにセミナーを開催しており、実際に二地域居住で山梨に移り住んで

いる方の体験談ということであり、例えば、東京都内で１回相談会をやります

と、大体８０人を集めております。 

 それ以外にも、この協議会では、物件やイベント情報を提供するため、ホー

ムページや、体験談を中心に掲載した「やまなしライフ」という広報誌を作成

しております。それと、会員による体験ツアーというのも実施しており、施設

を持っているところについては現地見学会を実施しているという状況で活動

をしております。 

 

保延委員  それで何年かやって、需要と供給の件などの実績がどのぐらいなのか、聞き

たい。 

 

茂手木観光振興課長  こうした相談会における実績についてなんですけれども、民間企業に

おける実績は、なかなか民間の活動ですので把握がしにくいところがあるんで

すけれども、ただ、相談会のほうに民間企業が積極的に参加しており、参加し

た際には、今日は何件、成約ができそうだという話もいただいておりますので、

成果は上がっているのではないかと考えております。 

 それと、市町村のほうなんですけれども、こちらは空き家バンク制度を持っ

ているということで、創設以来の総数は１４市町村で３３５件です。このうち、

成約になりましたものが１７１件です。現在、交渉中、あるいは募集中のもの

が５５件ほどあり、一定の成果は得られているのではないかと、こちらのほう

につきましても考えているところです。 

 

保延委員  いずれにせよ、あまりぱっとしないような印象もあるんですが。これは私の

提案ですけど、東北の地震の関係といったところにも一応そういう活動をすれ

ば、向こうのほうでも、二地域でやるという需要も、ある程度あると思うんで

す。ただ、東京などの大都会のみでなく、そういった災害地があるわけだから、

ＰＲをしていけば、多分、そのような需要も出てくるのではないかと思います

ので、そういうことも頭に入れて活動していただきたいと思います。 

 

高木副委員長   観２１ページの、先ほど木村委員からの質問あったところなんですけれど

も、国際観光推進費の４番目、外国人観光客誘客の促進について、ちょっとお

尋ねさせてください。 

 木村委員とはちょっと違う角度で質問をいたしますけれども、外国人が富士

山を中心に、東京から関西圏の京都や大阪を訪れることを観光のゴールデンル

ートと呼ぶそうなんです。そして県内にも多くの外国人が来ているんですけれ

ども、どの地域から、どんなふうに山梨県に来ているのか。その外国人の内訳

を確認したいと思います。 

 

古屋国際交流課長  平成２２年に県内に宿泊した外国人の数ですけれども、延べ５９万７,

０００人、約６０万人でございます。その内訳といたしましては、中国人が約

２８万６,０００人、全体の４７.９％。それから、次が台湾人で１１万２,０

００人で１８.８％。３番目がタイで４万３,０００人で７.３％。これがベス

トスリーという状況でございます。 

 なお、東アジアとか東南アジアの外国人宿泊者数を合わせますと、約５３万
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７,０００人ということで、全体の９０％を占めている状況になっております。 

 

高木副委員長   ありがとうございました。 

 本県は、富士山が世界遺産に登録されるかどうかわかりませんけど、されそ

うだということの中で、また、来年１月１２日からの国民文化祭の開催など、

国内外において、山梨県の観光をＰＲしていく上で絶好のチャンスだと思いま

す。 

そういった中で、今聞きますと、約６０万人のインバウンドの中で、東南ア

ジアの人たちがほとんどですよね。私はどうも、そこにすごくＰＲが偏重して

いるという感じがするんです。せっかく、富士山が世界遺産に登録されるので

あれば、欧米も含めた、全世界的にもっとＰＲしていくべきだと思うんですね。

最近は、ネットを使用するなど、いろいろなＰＲ方法も簡易にできる時代にな

っていますので、その辺についても、県はどのように考えているか、ちょっと

お聞きしたいと思います。 

 

古屋国際交流課長 委員おっしゃられたように、確かに富士山の世界遺産や国民文化祭などは

日本人のみならず外国人観光客を呼びつける、いい機会だと思っております。 

今、委員がおっしゃいましたように、富士の国やまなしのインターネットを

使った情報発信を行うとともに、それから国では、イギリス、フランス、ドイ

ツ、アメリカなどのＪＮＴＯ、国際政府観光局という事務所を持っております

ので、そういうところに対する情報発信。それから外務省の関係の在外公館で

も、いろいろなイベントをやっておりますので、そういうイベントのときに資

料を提供するという形の中でＰＲを図っていきたいと思っています。 

 

高木副委員長  大いに期待をいたします。それと外国人を誘客していくためには、プロモー

ションのあり方がすごく重要だと思うんですけれども、その辺はどのように施

策を練っておられるのか、お聞きします。 

 

古屋国際交流課長 最初に申し上げましたけれども、県では、これまでに、やっぱり高い経済

成長率を背景に観光客の増大が見込まれる中国等を中心とした東アジアをタ

ーゲットとして、プロモーション活動を中心に行ってまいりました。また、今

年からシンガポールや東南アジアも含め、プロモーション活動を行っていると

ころでございます。また、先ほどお答えいたしましたように、欧米につきまし

ても、そんな形で進めていきたいと考えています。 

  

高木副委員長  ６月議会のときに、フィルムコミッションの話が取りざたされて、質問があ

ったと思いますけれども、その後の進捗状況はどのようになっているのか、お

聞かせ願えますか。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  フィルムコミッションにつきましては、ここ３年ほど、

大体、百四十二、三件で推移しておりましたが、今年は非常にいろいろな誘致

の成果や、また、多くのネットワークもできたものですから、１２月現在で１

２８件のオーダーが来まして、今年度中には、昨年の成果を上回る結果になろ

うかと思います。 

 そして、今年の特徴ですが、全国的なテレビ、旅番組等をうまく本県で撮影

していただきまして、その効果がかなり見えており、例えば、その地域の観光

グッズが品切れとなったとか、施設が放映された後に、非常に観光客がふえた

という話も聞いているところでございます。 
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高木副委員長  ありがとうございました。 

 最後に１つ提案をさせていただきたいんですが、私どものこの委員会で、や

まなし女将の会の皆さんと意見交換をした経緯がございます。富士河口湖温泉

や早川温泉、湯村温泉、石和温泉、下部温泉など、県内の各地域から、たしか

その時７名お見えになりました。私は役員さんだけお見えになって、もっと大

勢の会員さんがいるのかなと思って、全部でどのぐらいいるのかと聞いたら、

９名だけだということだったんです。 

当然、社長さんは経営者ですから、いろいろとやるんでしょうけれども、現

場や経営のことなど、何から何まで把握しているのが女将さんであって、この

女将さんのおもてなしが、観光の中で非常に大きな役割を果たしていく。とす

れば、現在の９名の女将の方々を中心に、山梨県の観光を推進し、先ほど申し

上げましたように、せっかく世界遺産に登録されそうな富士山だとか、国民文

化祭など、ちょうどいいチャンスですから、ぜひ、大きくてこ入れをして、も

っと組織を大きくしていただきたい、そのようなことを提案させていただきま

す。 

 

       （富士の国やまなし観光ネット登録発信事業費について） 

山下委員  観１３ページの富士の国やまなし観光ネットの事業のところで、緊急雇用と

して２,０００万円盛られているんだけれども、これは人件費ですよね。何人

の人件費で２,０００万円と言っているんですか。 

 

茂手木観光振興課長 富士の国やまなし観光ネット登録情報充実事業につきましては、これは

ネットの情報を新たに追加、あるいは更新の業務、また、情報をとったり、あ

るいは説明文を用意したり、あるいは写真を撮ったりといったことで雇用をし

ております。 

 その下のほうにも、同じく２,０００万円で、観光宣伝費のところに富士の

国やまなし観光ＰＲ画像・映像とあるんですけれども、こちらは、画像・映像

のストックをふやすということで、ふやしたストックは観光ネットに入れてお

くんですけれども、そのストックの映像や画像を使って観光パンフレットをつ

くったりだとか、あるいは観光説明会のときの資料としたりだとか、談合坂で

やっております観光情報コーナーの映像として使ったりといった使い方をし

ておるところです。 

 

山下委員  だから、人数を教えてください。 

 

茂手木観光振興課長 失礼しました。富士の国やまなし観光ネット登録情報充実事業につきま

して、１０人を雇用しております。それから、ＰＲ画像のほうにつきましても、

同じく１０人を雇用しているところです。 

 

山下委員  それは、カメラマンだとか、情報をネットで作成したりするという人が、内

訳で１０人いるということなんですね。わかりました。 

  

       （談合坂サービスエリア観光情報コーナー開設事業費について）  

山下委員     次に、観１０ページの談合坂サービスエリア観光情報コーナー開設事業費に

ついて、私はまだ見ていないんだけれど、これは談合坂に情報コーナーをつく

ろうというんですよね。それで人件費だけが計上されているんだけれども、施

設はもうでき上がっているんですか。 
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茂手木観光振興課長  談合坂サービスエリアの観光情報コーナーにつきましては、昨年の１

１月２５日にＥＸＰＡＳＡ談合坂ということでオープンをしておりまして、ネ

クスコ中日本のほうで整備を行いました。施設の中に観光情報コーナーという

ことで山梨県の映像を流すコーナーがありまして、そこにパンフレットを設置

したり、あるいは今回の緊急雇用ですけれども、職員を配置し、対面で案内を

する状況でやっております。この雇用費の中には人件費とＥＸＰＡＳＡの賃借

料が含まれております。 

 

山下委員  わかりました。細かいことで申しわけなかったです。 

 ５年間で３,０００万人の来県者をふやそうと、たしか、推進機構が出した

新聞記事だったと思うんですが、推進機構で出すということは、県観光部も承

知しているということですよね。 

 山本県政で観光部という格好になって９年目ぐらいですかね？私が県議会

議員になってからすぐのころだったから、そのぐらいだと思いますけれど、そ

の当時の観光部と比べて、予算額は右肩上がりできているんですかね？それと

も、ずっと横ばいなんですかね？わかったら教えてください。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  ちょっと手元に平成１６年当時の予算書ございませんの

で、わかりません。 

 

山下委員  前年対比から比べたら、４,０００万円アップという格好になっているんだ

けれど、いわゆる５年間で３,０００万人にしましょうと、たしか、十何％ア

ップということだよね。国文祭の開催もあるからかもしれないけど、僕は、正

直なかなか簡単な話じゃないんじゃないと思っている。 

予算をつけて金かければ全部できるということでもないんだけれど、やっぱ

り見方にもよるんだと思うんです。９年間ずっと積み上げてきて、当然、いろ

いろな事業をやってきたわけですよね。こうして平成２４年度の事業を見てい

ると、何となくマル新の事業が少ないなと思うんですけれど。それは確かに予

算的にもシーリングがかかってきて厳しいのかもしれないけれど、ちょっとこ

こに来て少し、ある程度メニューがそろっちゃったのかなという感もないわけ

ではない。そろそろ、ここで新しい目線に変える必要もあるのかなと、若干思

っているんです。 

そこで３,０００万人という目標を立てただけに、これにどう取り組んでい

くかということがこれから大切なことじゃないかと思うんです。私は、石和の

ほうですから、いろいろ一生懸命盛り上げようとするんですけれども、そうは

言っても、実際やるのは事業者です。だから、いかに事業者を奮い立たせて、

メニューをそろえてやらせるかと、極端なこと言ったら、そういうことなんで

す。自分たちの事業ですから、当然、やるのは当たり前なんですよ。だけれど

も、彼らは今の現状を当たり前だと思って、もっとこうしたほうがいい、さら

に、こういうこともやるんですよということをしなくなっているんです。 

 実際、おもてなしには、数字や形があるわけでもなく、じゃあ、どれぐらい、

おもてなしをやりましたかとアンケートを行っても、人それぞれ、持っている

尺度がみんな違うんですから。 

 今、はっきり言って、間違いなくだめなんです。だから、やっぱり、県がお

もてなしと本当に言うんだったら、どこがだめなのかということを事業者に指

摘してやらないといけないと思うんです。もしかしたら、民間事業者は怒って、

「何、おまえらにそんなこと言われたくねえよ」と言われるかもしれないけれ

ど、それをやるのが推進機構じゃないかと私は思いますよ。 
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 だから、条例はつくったけれど、さあ、実際、どうする、お客さんは来たけ

れど、何をするんだということが、もう一つ見えてこないところがありますか

ら、ぜひとも、目標とする３,０００万人に向けて、取り組んでいっていただ

きたいと思いますが、最後、部長、一言だけいただければ。 

 

後藤観光部長  今、委員のほうからもいろいろお話いただきました。繰り返すようですが、

確かに、ここでおもてなしに関する条例をつくり、県全体で盛り上げていこう

ということは、知事も非常に大きな決意を含めてのものだと思っております。 

 そういう中にありまして、震災後、今、非常に観光事業者も疲弊しておりま

す。そこで、何とか全庁を挙げて観光事業者と一緒になって、これから、目に

見えるような形で、何とか施策を１つでも多くつくり上げていきたいというこ

とで、これは県議会の皆様方のご意見も伺いながら進めていきたいと思います。

今後とも頑張りますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 

       （地場産業地域振興対策費について） 

臼井委員  ちょっと次長にお尋ねするけどね、これ何？ 

 

堀内観光部次長   これですか。これは、おもてなし推進週間のときに、皆さん、これをつけ

て、決意を持っておもてなしをしましょうというためのシンボル的なバッジに

なっております。 

 

臼井委員  私、その集会には出ていないのだけれども、一、二名やっていない人もいる

けれども、そういうことも、こういうところで説明したり、教えたりするのも、

おもてなしじゃないかな。それはそれでいいです。 

 ３箇所の地場産業振興センターについて、七千何百万円の委託料だか、補助

金が出ているようだけれども、指定管理者を変えて、やれ組織を変えてという

ような近い将来のタイムスケジュールが決まっていると思うけれども、ちょっ

と説明してください。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  公益法人制度改革の中で、まず甲府・国中地場産業振興

センターかいてらすにつきましては、一昨年、行いました検討会議の報告書の

中では、一般財団法人化に進むということで結果が出ております。それを受け

て、今、財団とも話しながら、そういう方向で今後も地場産品をしっかり売っ

ていこうということとなっております。 

 そして、富士川地域地場産業振興センターにつきましては、検討会議の中で

財団の廃止という報告書が出されたわけですが、建物は県のクラフトパークと

いう公園の中にあるものですから、県、または地元市町村が活用していくのか、

現在、地元市町村と、今後の地場産業センターの活用について協議をしていま

す。いずれにしても、一体となって、そこの新たな活用方策を検討していると

ころであります。 

 そして、郡内地域地場産業振興センターにつきましても、検討会の報告書で

は廃止という結論が出ておりますが、これを受けて、郡内地域地場産業振興セ

ンター、財団とも話をしている中で、郡内地域地場産業振興センターの底地は

富士吉田市のものであることも含めて、富士吉田市に移管するのか、今現在、

その後の活用方策について検討を行っているところであります。いずれにしま

しても、この峡南地域、郡内地域とも、理事会で解散という方向は了承されて

いるというところであります。 
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臼井委員  そういう方針で進めているということは、廃止をするとか、どこかに委託す

るとかというのは、何を一番の眼目でやろうとしていますか。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  まず、甲府・国中地域地場産業振興センターにつきまし

ては、いかに多く量販品を売っていこうかという積極的な姿勢で、そのために

は、公益法人よりも一般財団法人にすることで、より民間に近くなるわけで、

そちらのほうがよいだろうということで、そういう方向を出したところであり

ます。 

 また、富士川地域地場産業振興センターと郡内地域地場産業振興センターに

つきましては、県及び市町村からも負担金が出ているのですが、なかなか売り

上げだけでは立ち行かないような状況にあります。また周辺にも、道の駅など

同様の施設がある状況でございます。 

 そういうことも含めまして、地場産業振興センターは廃止したほうがいいん

じゃないかという結論に至ったところでございます。 

 

臼井委員  ともかく、相当長い間に議論を検討してきて、タイムスケジュールをしっか

り決めてやってきた作業かなと思ったら、また新年度予算に、これだけの巨額

が計上されておるしね。言ってみれば商売、物を売ることを官がやるとなると、

これ、なかなか難しいことですよ、はっきり言って。そんなことは全くイロハ

の問題でよくわかっている話。やめるなら早くやめたほうがいい。 

 こちらの施設にも、役職はセンター長とか、事務局長とか、あるいは専務と

言っているのか知らんけれども、実際、県の職員が行っているわけでしょう？

本当にお金も人材ももったいない。それを市町村に押しつけるのは必ずしもい

いと思わないけれども、しかし、これは県がみんな県費でつくった施設だから

ね。だから、最後まで、それなりの責任は持たなきゃいかんとは思うけれども、

こういうものは早く処理をしなければいけない。この件について、いつまでに

決着するんですか。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  法律的には、平成２５年１１月までに解散する、もしく

は移行するということになっておりますので、平成２５年中途までには移行す

るなり、解散するなりする結論が出ると思います。 

 

臼井委員  わかりました。まだ検討中という話で、特に甲府・国中地域地場産業振興セ

ンターについては私なりの意見はあるんだけれども、この３センターの四、五

年ぐらいの収支がわかる資料をください。欠損などの細かいところは、私ども

は専門家じゃないから、簡単な資料を委員長にもお願いしたいけれども、個人

的ではなく、みんな関心を持っていらっしゃることもあると思うので、委員会

に提出していただいたらいかがでしょうかな。後で諮ってください。 

 それから、次に、先ほど保延委員から二地域居住の話がありました。私は、

昨年の１１月の本会議で、「土日は山梨にいます」もさることながら、「次の住

みかは山梨です」というような人たちを、もっともっと、一生懸命努力して人

口流入を果たさないと、将来、この山梨県は大変なことになるよという話をし

ました。 

 先日の委員会で産業労働部関係のときに話したので、皆さんも、幾らか内容

をわかっているはずだけれども、この間、日曜日に池上彰という元ＮＨＫの方

が山梨県の経済は全国で最低だと。ごらんになった方がいるか、いないかは知

らんけれども、それは専門業者である帝国データバンクの資料をもとに、池上

さんはそれを発表したわけです。全国で一番経済が低迷しているところに喜ん
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で引っ越してくるという人がいるかどうか、それは難しいと思いますよ。 

 そういうメディアから情報が流れて、広聴広報課長に聞いたけれど、知りま

せんだ。よく調べろといって調べさせたら、これはこうで云々なんて言ってい

ましたけれども、本当に役所の職員はみんな優秀で、それなりの能力を持って

いるんだと思うけれども、例えば山日新聞に毎日載っている読者の広場みたい

な投書欄のことを聞いても、県庁の職員は読んでいる人がいないんだ。もちろ

ん全員ではありませんよ。まあ、聞いても、おそらく八、九割は、「ああ、そ

うですか。じゃ、また読んでみます」なんて言っているんだよ。 

 実際、ああいう県民の声を聞くのが県庁じゃないのかな。市町村長や我々の

話だけ聞いていればいいのかと言うと、そうじゃないと思うんです。 

 失礼だけれど、ざっくばらんに言って本当に勉強不足だ。あなたたちは県民

の声を吸い上げるのが専門じゃないかと思うけれども、例えば、新聞に結構大

きく出た。担当セクションに電話しても、「ああ、そうですか。すぐ見てみま

す」、こんなことは日常茶飯事だよ。 

 そういう意味で言いたくはないけれども、この二地域居住も、先ほど保延委

員が言ったけれども、この課別説明書を読むと２カ所にあるのかな？身延町の

ほうと、そして観１２ページのやまなしライフ推進事業費という中にも２６０

万円。身延町のほうは七百幾らなのかな？よくわかりませんが。 

 ならば、こういうところに、先ほど保延委員が言ったように、やっぱり今ま

での実績を示すというのが親切だよね。そうすれば、「まだそれをやろうとす

るのか」、「あっ、そんなに実効が上がっているのか」、「もっともっとやろうじ

ゃないか。」という判断やアドバイスをするのが我々の仕事だと思うんだけれ

ども。 

 ともかく、あなた方はできるだけ資料は最小限度に出して、質問も最小限度

に抑えるという魂胆があるから出してこないんだな。それは、よくわかるんだ

よ。そこで、この二地域居住の実績の資料も出してください。 

 

       （山梨県中清北道姉妹締結２０周年交流事業について） 

臼井委員      次に、姉妹友好交流事業費についてですが、例えば、姉妹都市の忠清北道

と２０周年交流事業がありますけれども、私も１０周年だか何かのときに行

ったことがありますけれども、今、振り返ってみると、何か記憶に鮮明な、

いい事業だったなという感じが残念ながらしていない。でこぼこ道を１００

キロぐらいの電車で走ったことが、すごく記憶にあって、それ以外あまり記

憶にない、率直に言いましてね。 

 そんなことで、予算が八百数十万円もあるけど、記念式典や、映画上映を

するという話もありましたけれども、ただ恒例的にやっていくというのでは

なく、いろいろな意味で、こういうものが生かされていかないといけないと

思うけれど、どうですか。 

 

古屋国際交流課長  明年度、忠清北道と２０周年ということで、交流事業を行う予定でござ

います。内容につきましては今後、忠清北道側と詳細について打ち合わせを行

い、どういう形にしていくのか、最終的に組み立てていくわけですけれども、

現時点で、こちら側から考えているのが、先ほど委員おっしゃったように、『白

磁の人』の上映、それからロケ地のＰＲ等々の山梨のＰＲを忠清北道でやって

いきたいと考えてございます。 

 また逆に、お迎えするときには、今現在、１１月の県民の日にお迎えすると

いう予定で話を進めておりますが、小瀬の会場で忠清北道側のブースをつくっ

て、逆に忠清北道のＰＲをするというような形で今、考えております。 



平成２４年２月定例会農政産業観光委員会会議録(当初①) 

- 15 - 

 

臼井委員  山梨県から忠清北道へ、商工会議所だか何だといった行政の方々ではなく、

一般の人たちがどのぐらい行ったというデータはありますか。 

 

古屋国際交流課長  すみません、私どもが今承知しておるのは、例えば、忠清北道との交流

を結んだ後、市町村で言いますと、甲府市と清州市が姉妹提携を結んで交流事

業が始まった。それから、高校でいいますと、甲府工業が清州市との機械工業

との姉妹提携で交流が始まったと。そのほかにも幾つか、そういう事例を聞い

ております。 

 

臼井委員  別に国際交流を私は否定するつもりは全くない。全くないけれども、費用対

効果というのかな。今、我々が、何かに１,５００万を補助してくれと言った

って、まず、財政当局はイエスなん言いませんよ。そのぐらい厳しい時代だ。

そういう中で、この予算に、行くときの費用や１１月２０日に迎える費用も入

っているのかどうか、僕は知らんけれども、１,０００万円近い公費を支出す

る以上は、やっぱり過去を検証して、そして、どういうことが必要なのかと。 

 相変わらず同じようなセレモニーをして、そして我々議会の代表も行ったり、

県民を何人か誘って行って、帰ってきても実に残るものはあまりなかったなん

ていうものじゃなくて、しっかりと検証して、その上で、今年なら今年のもの

のという新しいものを実行していくと。今回は映画が１つプラスしたというこ

とだけれども。 

 決して、これを否定しませんよ。否定はしないけれども、本当に徹底的に検

証してやるということをしていかないと、そのうちに我々は、もうやめろなん

て提案することになるかもしれないよ、はっきり言って。でこぼこ道しか印象

にないなんていう話になるとね。 

最後にもう１つ尋ねますけれども、観光部と観光推進機構のすみ分けは、ど

うなっているんですか。 

 

茂手木観光振興課長  基本的には、観光部のほうで企画をいたしまして、観光推進機構で、

その企画に基づいて実行するというのが基本的な組み立てでございますが、実

際のところでは、やはり人手等の問題もございますので、一体化してキャンペ

ーン等に当たっているというのが実情でございます。 

 

臼井委員  観光部は、県庁名簿によると、６０人ぐらい職員がいるのかな。推進機構は

何人いるか知りませんけれども。もしそうだとしたら、もったいないなと思う

し、屋上屋を架すものですよ、実際言ってね。推進機構に何人いるのか、ちょ

っと教えてほしいけれども。 

 今、茂手木課長が言ったように、観光部が企画して、推進機構は実践部隊だ

と。企画だけに６０人も必要ないと思うけれどもね。 

 とにかく今は、本当にどうやって行動を起こしていくのか。先ほどのおもて

なしじゃないけれども、口でいくら、おもてなし、おもてなしなんて言ったっ

て、タクシーの運転者さんが「おもてなしって何ですか」なんていう話を先ほ

ど木村委員から言われたけれども。私もタクシーに乗れば、運転手さんに、今

日の売り上げは幾らですかと、必ず聞くんです。「運転手さん、県じゃ、今こ

ういったこと進めているけれども知っていますか」と聞いても、「知りません」、

「駅前広場のことについて、運転手さんたちの意見は何か聴取されたことあり

ますか。」と聞くと、「いいえ。駅前広場で何かするんですか」と。「新聞にた

まに出ているじゃないですか」と言うと、「そうですか、すみません、新聞は
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あまり読まないから」と言うんです。 

 駅前のタクシープールが一番の面積をとっているように思われる、そこのド

ライバーさんたちの、社長なんかの意見は聞いているかもしれませんよ。社長

の意見は、必ずしもドライバーと同じ意見を持つかどうか、これも疑問だ、は

っきり言って。だけど、役所というのは、そこで毎日四六時中やっている現場

の方々の意見は聞かない。私が尋ねたドライバーは、駅前広場の改築なんてい

う話は知りません。「あなたたちのタクシープールは、ちょっと遠くへ行くか

もしれませんよ」と言うと、「まあ、ともかく、お客もいないのに、また遠く

で待たされるんじゃ、もっと嫌だ」と言っていましたけどね。犬猫でもいいか

ら乗っけたい、そう言っていたよ。とにかく、お客さんがいなくて困っている

んだと、タクシーの運転手。あなたたち、そういうこと、あまり聞かんだろう。

そんな意味で、僕は、この推進機構というのは、プロフェッショナルだと期待

しているし、そう思っているわけですよ。じゃ、観光部とどういう形でセパレ

ートされていて、例えば１００人いたときに、１００人分の費用対効果をしっ

かり上げているのかなという疑心暗鬼も幾らか持つわけですよ。なぜならば、

相当重複した仕事をしているという気もするんです。それで、すみ分けはどう

しているのかと尋ねたんだけれども、その点、もうちょっと納得できるような

説明を最後にしてもらって終わりたいと思うけれど、いかがでしょう。 

 

茂手木観光振興課長  推進機構の主な業務といたしましては、駅頭とか、中央道のサービス

エリア等におきます観光キャンペーンをやっていたり、あるいは、これは本県

で非常に特色的なものですけれども、着地型旅行商品の造成とか、地域におけ

る造成の支援というようなことをやっております。 

 それから、ＭＩＣＥの誘致であるとか、東アジアを中心としたインバウンド

のお客さんの誘致、あと観光人材の育成というようなこともやっておりまして、

観光部のほうでは、なかなか機構のほうでも手が回らないところがありますの

で、お手伝いといいますか、知恵を出して、一緒に企画をしたり、実行したり

という部分もやっております。 

 

臼井委員  ちょっと言いたくなっちゃったな。推進機構はそんな程度の仕事しかしてな

いの。そうじゃないでしょう？推進機構というのは実践部隊でしょう。あなた

たちもそうだけど、あの人たちもエージェントを飛び回ったりしているんでし

ょう。僕はさっき、推進機構はプロフェッショナルじゃないかということを言

ったけれども、何かもっと豊富な、いろいろな仕事しているんじゃないの？ 

 

茂手木観光振興課長  言葉足らずで申しわけございません。例えば、東京事務所と大阪事務

所に推進機構の職員を配置して、首都圏や中京圏、関西圏などの旅行会社を訪

問するなどの営業活動を行っております。本県の観光資源についてのＰＲだと

か、向こうのエージェントの情報を取得して、こちらに情報を流してもらった

りとか、あるいは本県の着地型商品はこんなものが売り出されていますといっ

たＰＲをして、旅行会社が旅行商品を造成する際に、ぜひ、それを基本的に組

み込んでいただきたいということで、そういった際には、こちらの職員も出か

けて、一緒にＰＲをする。また、市町村や市町村の観光事業者も一緒にやって

いるという状況がございます。 

 

臼井委員  推進機構の職員の数を教えてくれというやつは、返答あった？ 

 

茂手木観光振興課長  推進機構の職員につきましては、全部で２７名でして、東京事務所に
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２人、大阪事務所に２人、それから、こちらの甲府の建物の１階に２３名おり

ます。これは、ふるさと雇用や、緊急雇用などの臨時関係の職員を含めて、ト

ータルでこの数字でございます。 

 

堀内委員長  執行部に申し上げます。ただいま臼井委員のほうから要求のありました資料

につきましては、至急作成の上、提出願います。２つですね。わかりますね。 

 

鈴木委員  私も、古屋課長に資料を要請したいんですが、平成２０年度、平成２２年度、

それから震災のあった平成２３年度、それから先ほど言われました平成２４年

度の外国人の県内の来客数の見込み、それと、できれば国別の資料を予算特別

委員会もあるので、見せていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 

堀内委員長  じゃ、今、鈴木委員からお話がありました資料のほうも、あわせてお願いし

ます。 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

 

 

【 休   憩 】 

 

 

※所管事項 

質疑 

（国中地域の観光施策について） 

保延委員  来年度の予算の関係を見させていただきましたけど、ほとんどが観光の関係

で、富士山とか、南アルプス分といったものが多いような気がします。この国

中地域にも、昔からの昇仙峡といった観光地もあるわけですし、それから、今

議会でも質問をさせていただきましたけど、いろいろな広域農道なども該当し

てきますので、ぜひ、そういった、観光資源の開発、アピールをしていただく。

そして、富士五湖に来た観光客を、この国中地域へ誘致をするようなことをし

なければ、この山梨県内にもお金が落ちないことでもありますので、その辺の

ことはどう考えていただけるかお聞きします。 

 

茂手木観光振興課長  現在、富士山、富士五湖に観光圏を設置しまして、それから、こちら

の八ヶ岳のほうにも観光圏があります。また観光地再生事業として、昇仙峡や

湯村温泉、下部温泉、清里などで魅力づくり協議会をつくりまして、主要観光

地に魅力をアップさせるような事業をやっております。こういった事業をなお

一層強力に取り組みまして、それぞれの主要な観光地を、より一層魅力を高め

ていくということが１つでございまして、先ほど、委員が申されました、世界

遺産等で観光客がふえた場合ですけれども、そうした場合には、一方で、各観

光地の魅力づくりに取り組みながら、もう一方では、集まった観光客を広域的

な着地型旅行商品だとか、あるいは大手の旅行会社に旅行商品の造成を促すよ

うなことを通じまして、県下全域に周遊させていきたいと考えております。 
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保延委員  今の話はそうですけど、現実に、そういったことに観光部自体が取り組んで

いないというような印象があるんですね。それは特に、ここのところ、富士山

の遺産登録の問題といったこともありますけど。昇仙峡に行っても、ほとんど

のお土産屋さんも土日にあけて、ふだんは全部閉まっているような状況です。  

例えば、茅ヶ岳の東部農道も、２年後には全部完成をするわけなんですね。

あの辺には、本当にいろいろな田舎の風景もあるし。それで、あの道路を通れ

ば、富士山の眺めは最高なんですよ。近くに行って富士山を眺めるのもいいけ

ど、そういう景観の眺めのいいところへ観光客の誘致をして、そして、農業と

のマッチングにより、滞在型とか、長時間いられるようなことを考えていかな

いと、今までの、ただ延長上のものではなくて、新しい１つの観光スタイルを

考えていかないと、はっきり言って、観光客の増加は見込めないと思います。 

 そういった意味で、観光部では、具体的に何か考え方ありますか。 

 

茂手木観光振興課長  今、委員のおっしゃいました、例えば昇仙峡でございますけれども、

今年度で終了するわけですけれども、魅力づくり協議会をつくりまして、今、

地域の方々が主体となって、さまざまな事業に取り組んでいただいております。  

これは平成２０年度に計画をつくりまして、２１、２２、２３と取り組んで

きたわけなんですけれども、その取り組みの中で、例えば、昇仙峡マイスター

という観光ボランティアガイドですけれども、そういった事業だとか、あるい

はイベントで、ほうとう味比べ真剣勝負などというイベントも、例えば、昨年

ですと８００人の参加者であったものが、今年度では２,０００人を超えるよ

うな参加者になっております。また、旅行会社が今年の場合には旅行商品を新

たに入れているというケースもございます。 

 下部のほうでも、いいふろの日というような事業をやりまして、それが１１

月２６日に、平成２１年度に取り組んだ事業ですけれども、それがずっと続い

ているというようなこともございまして、幾つかの事業は定着してきておりま

すので、そういった事業を、より強力に支援することによりまして、それぞれ

の観光地の魅力アップに努めていきたいと考えております。 

 そして、そうした上で、推進機構と一緒になりまして、観光プロモーション

や観光キャンペーンなどといったものを強力に進め、さらに観光ネット、ある

いはパンフレットといったあらゆるチャンネルを使う中で、県内の観光客の誘

致に努めていきたいと考えております。 

 また、旅行商品につきましても、着地型旅行商品も平成２１年度以来、推進

機構において取り組んでいるんですけど、２１、２２、２３と商品数、それか

ら参加者数というのは上がってきておりますので、これもまた伸ばしていく中

で、そういった主要観光地を結ぶような旅行商品を導入して、できるだけ県内

に滞在して周遊していただくというような形で進めていきたいと考えており

ます。 

 

保延委員  そういったことをやっていられるようですけど、目に見えて、やっぱり伝わ

ってこないということですから、具体的に富士山に来た観光客が、この国中地

域に誘致できるような周遊コースをつくって、実のあるものにしてくれるよう

にお願いします。 

 

       （山梨観光推進計画について） 

小越委員  山梨観光推進計画について、お伺いします。１３日でパブリックコメントが

かかっているとお伺いしています。その中で、観光推進計画、今後の施策の方

針が幾つか挙げられているのでお伺いしたいんですけれども、今後の方向の中
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で、これから８年間の観光振興の目標を、この観光推進計画の中でつくられて

いると書いてあります。安らぎと感動山梨達成を目指してと数値目標があるん

ですけど、いろいろ数値目標がある中で、私がちょっとわからないのは、満足

度について、直近数値である平成２３年度では、３３.２％とあるんですけど、

平成３０年には５０％にするとあるんです。この満足度というのは、どこから

持ってきて、何をもって満足度とするんでしょうか。 

 ほか数値目標は、きっと観光客の入り込み数などのデータに基づいて出され

たと思うんですが、この満足度、３３.２％というのは、どこからの資料なの

か。出典を、まずお伺いしたいんですけど。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  この満足度につきましては、現在、観光動態調査を行っ

ているんですが、そのアンケート調査の中で満足したか、満足していないかと

いう項目がございますので、それで、満足をしたと答えた方が、今の３３％の

数字ということでございます。 

 

小越委員  この３３.２％というのは、高いのか、低いのか、率直に言って、低いよう

な気がするんですけど、ほかの県では、こんなものなんでしょうか。３３.２％

というこの数字をどう評価されているんでしょうか。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  すみません、ちょっと言葉が足りませんでした。非常に

満足ということが３３％です。高いか低いかということでございますが、県民

意識調査の中でも、おもてなしをしているか、していないかということで、し

ていない方のほうが多かったということを見ますと、まだまだ改善の余地があ

る数字だなと思っております。 

 

小越委員  ということは、まだ低いという認識ですか？私も３割しか満足されていない

のかなということで、これは、ちょっとこれは改善というか、真剣に考えねば

ならないなと思っています。 

 それで、それを５０％という数字、５０％も高いか低いかわからないんです

けど、５０％にするというのも、なかなかな数字で、あと７年、８年で５０％、

半分の方が非常に満足だと感じてもらえるために、どのような改善策を考えて

いるんでしょうか。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  それは、まさに、おもてなし条例を制定した主旨でござ

います。おもてなしの推進については、非常に幅広い考え方でやっております

が、その景観や地域の資源、人の心を含めたおもてなし。そして、いろいろな

観光地づくり、これらをすべて底上げをして、満足度を上げていきたいと考え

ております。 

 

小越委員  おもてなしの心だけではなく、いろいろな意味での満足度というのが多分あ

るんだと思うんです。山梨県に来るアクセスの問題とか、料金の問題とか、そ

れから行動するためのいろいろなアポのとり方、それから通訳の方とか、そこ

に住んでいる方との交流の問題とか、いろいろなものが絡まって、３割の方が

非常に満足で、あとの方は、まあまあか、いやあ、やっぱりよくなかったとい

うことだと思うんです。 

 ５０％にするというのは、それなりに力を入れていかないと、おもてなしの

心だけでは、なかなかいかないと思っています。 

 そこで、この中にも、旅行者の皆様のニーズの把握の直接聞き取りというの
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があるんですけれども、今後どうするのか。今も旅行者の皆さんにニーズの把

握をしていると思うんですよね。それで、どのようなご意見があったんでしょ

うか。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  これは、時期に応じてアンケート調査を行うということ

でございまして、最近行ったのが県民意識調査であったわけですが、今後そう

いう観光動態調査の中などにおいてもニーズの調査を行っていきたいと考え

ております。 

 

小越委員  それは県民意識ですよね。県民でなく、旅行で来た人に対して、ここのとこ

ろには、旅行者が直接聞き取り調査を行う、アンケート調査等を通じて旅行者

からの情報を集め、旅行者のニーズに基づいた多様な旅行商品創出を図ってい

きますと書いているんですけど、じゃ、今まではやっていなくて、これからや

り始めるということですか。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  今まで、特にこのためにニーズ調査をしたということで

はありません。 

 

小越委員  じゃ、今後は、その旅行者の方々のニーズの把握というのを、この満足が３

３％ということで、５０％にして、もっと高くしていただくために、やっぱり、

この旅行者、来た方々から直接いろいろな声を、具体的な苦情も含めて取り込

むような調査が必要だと思うんですけれども、アクセスの問題や料金のこと、

ご飯のおいしさ、看板のことなど、すべて含めて、そういう調査というのは、

どのように計画されているんでしょうか。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  今１つ考えているのは、おもてなしのホームページをつ

くりたいと考えております。その中に、例えば、おもてなし目安箱というよう

なものをつくって、いろいろな情報、苦情、アンケート、要望というものを投

稿してもらって、そういうものも反映していきたいと考えております。 

 

小越委員  もう少しいろいろな方々から声を聞くのがいいかと。ホームページというの

は、なかなか開いて、書き込むというのは大変で。もっといろいろな方々から

聞かないと、この５０％という目標に、なかなかいかないんじゃないかなと思

います。 

 平成２２年度山梨県観光入込客統計調査結果によりますと、アンケート調査

をやっていることになっているんですよね。３,１８９サンプル、対面聞き取

り方式で性別、年齢、居住地、旅行目的、利用交通機関とかとあるんですけれ

ども、このアンケート調査は生かされていないんでしょうか。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  アンケート調査の１つの目的は、観光動態調査のいろい

ろな指標といいますか、データのもとになるものでございます。そして、その

アンケート調査の中で、いろいろな自由意見で記入して、どういう要望がある

かということを承っているところでございます。 

 

小越委員  それがどのように、この計画に生かされて、今後どうするかと、いま一つ見

えてこないので、今後どうするかというところを具体的にやらないと、何が課

題で、どう改善していったらいいのか、それが見えてこないと思うんです。そ

れには具体的に、来ていただいたお客様から聞くのが一番わかりやすい。私た



平成２４年２月定例会農政産業観光委員会会議録(当初①) 

- 21 - 

ちがわからないことも、外から来た方が、ここはというのが、ほかの旅行地と

比べて、ここがいいとか、悪いとか、そういう比較のこともできるので、この

アンケートというのは、もっとしっかり取り組んで、今後の計画に生かすこと

ができるノウハウだと私は思いますので、ホームページで目安箱もいいんです

けれども、いろいろなところでサンプリングしながら直接聞き取りをお願いし

たいと思います。 

 それで、もう一つ聞きたいんですけれども、この平成２２年度観光入込客の

ところによりますと、観光客数が。これ、ちょっと平成２２年から統計のやり

方を変えたとありますので、比較はできないのかもしれませんけれども、平成

２２年度から観光庁が定めた基準を導入して、この調査をすると書かれており

ますので、イベントとか、行事は実人数に含まないなどと、今までは一部の観

光地だったけど、今度は全観光地を市町村経由に紹介とか、未回答施設は集計

しないとか、いろいろあるんです。 

 とはいっても、平成２２年度の集計結果を見ますと、全部の観光客数が２,

５６９万２,０００人。そのうち外国人が５２万５,０００人。それでアンケー

ト調査。サンプルが少ないから誤差が大きいかもしれないと書いてあるんです

けど、それによりますと、１人当たりの観光消費額が１万３８１円だというこ

とでこんなに少ないのかとびっくりしたのですけれども、１万３８１円に、こ

の２,５６９万人を掛けますと、大体、この観光推進計画の観光消費額２,５４

８億円になるんです。それを８年かけて１８％アップする。それが３,０００

億円になっています。ということは、１人当たりの観光消費額は、ほぼ今と変

わらないという勘定ですよね。１人当たり１万円ぐらいの消費を見込んで、こ

の観光推進計画をつくっているということでいいんでしょうか。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  消費の中身は、大変違ってきていると思います。観光消

費額は平均ですので、日帰りの方もいらっしゃいますし、宿泊の方もいらっし

ゃいます。そうすると、宿泊の方がずっとふえれば観光消費料はふえるわけな

んですが、その一方で、今、非常に外国人の方も含めて宿泊単価が非常に下が

っているという状況がございます。 

 そういう意味で、相殺などしていろいろ考えますと、なかなか一挙にふやす

とはいかないように考えて、今の数字としたところでございます。 

 

小越委員  外国人の方も単価が下がっていて、県内からの観光者とも書いてありますけ

れども、国内から、県内の方が１万円落とすかどうかわかりませんけど、大体

１人頭、平均押しなべて１万円の観光消費額は変わらないということで計算し

てあると、客単価の人数ですからね。人数をふやさないと、この３,０００億

円にならないわけです。 

 それでやるには、さっきのアンケート調査で、どのぐらいの人がふえるのか。

ここでいくと、観光客２１％、３,１１０万人で、宿泊客数も２１％アップと

なっていますけど、そのわりに、どうしたらできるのかというところが、いま

一つ見えてこないんですけれども。 

 それと同時に、１人当たりの客単価というか、１人当たりの消費額をふやす

という方法は、もう頭打ちで無理ということで考えられないんでしょうか。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  無理と言いますか、今の計算では、結果的に同じような

金額になったということでございまして、地域の魅力をたくさんつけることに

なりますと、当然、落ちるお金も非常にふえていくのではないかと思っており

ます。 
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小越委員  先ほど、旅行の商品数や延べ人数をふやすと、課長からお話がありましたけ

れども、そうすれば、人数もふやして、旅行客もふえると同時に、１人当たり

の落としていただく観光消費額、それをふやしていただかないと、この３,０

００億円という数字に、なかなか導いてこれないのではないかなと思います。 

 もう少し具体的に書いてもらいたいというのが１つと、それから先ほども部

長が冒頭お話ありましたし、知事からもあるんですけれども、観光業はすそ野

の広い産業ですと。確かに、予算を見ましても、観光だけではなく、商業や土

木部関係、広く言えば教育関係のところも含めて、ウェルネスというか、健康

のことも各部にわたっているんですけれども。観光のこの目的推進計画に基づ

いて、どのぐらい山梨県の経済にプラスになるかというのは、ここに１つもな

いんですけれども、それはどのようにお考えなんでしょうか。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  今つかめる金額としては、飲食や交通とか入場、土産、

その集計が観光消費額ということで、現在把握できるのは、この数字だと考え

ております。 

 

小越委員  観光部はすそ野の広い産業ということですと、これに伴って観光客がたくさ

ん来る。それに伴って、お土産品屋さん、そして雇用がどうなるか、県内の所

得がどうなるかと、やはり、このぐらいというものがないと、観光業はすそ野

が広いというわりには、すそ野が広い話ができていないと思うんですけど。こ

れから８年後、山梨県の観光業をやることによって、どのぐらい県民所得をふ

やしていこうとお考えなのか、お聞きしたいんです。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  そういうデータもないので、県内消費でどのぐらい底が

ふえるのかというのは大変わかりづらいんですが、ちなみに、国の観光白書と

いうものがございます。その中では影響額という、日本にどのぐらいの海外、

観光客があって、そのトータルでどのぐらい実際の旅行消費額があって、それ

に波及がどのぐらいあるかという数値が参考にあるんですが、それが例えば、

たしか２倍ちょっとだったと思うんですが。ただ、これは国全体の話であって、

それが山梨県に通用するかと言うと、また全然違ってきて、そのまま適用でき

るとは思われないんですが、そんな参考数値がございます。 

 

小越委員  ぜひ、どのぐらいを目指すのか。産業連関表での数字では出てこないのかも

しれませんけれども、観光はすそ野の広い産業というのであれば、どのような

方面でこうなるかというのも含めて、本当に幅広いところが出てきますよね、

観光業だけじゃなくて、交通業者のバスやタクシーなどといったところも含め

て、今後どのような方向性が出るのか。観光推進計画を見渡すと、向こうのほ

うまで見えるような、そういう計画をぜひつくっていただきたいと思います。 

 ５０％の満足度によしとせずに、７割、８割の方々が、山梨に来て非常によ

かったと満足を得られるような施策をつくっていただきたいし、私たち県民も、

それを努力しなきゃいけないと思っています。 

 やっぱり山梨ならではの、山だけではなく、そこにいろいろなことを思い出

をつくれるような、そしてまた行きたくなるような、その計画をつくるのが、

この観光推進計画だと思いますので、満足度５０％をよしとせずに。３３％で、

これはちょっと低い数字だなと私は思っていますので、それを改善するために、

ぜひお願いしたいと思います。 
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       （郷土教育の推進について） 

清水委員  家族ときずな、それから、地域のきずなとかということが叫ばれております

よね。東日本大震災から、そういった言葉が多く使われている昨今だと思うわ

けですが、県が観光を振興する中で推進しようという、おもてなしという言葉

が、よく出てくるわけでございます。まさに地域の住民と観光のお客の触れ合

いを通じて、地域の住民と観光のお客さんの間にきずなを築こうというものだ

と思っております。これにより、観光のお客さんの感動も生まれ、そしてまた

旅先の思い出として心に残り、再び訪れてくれるというようなことじゃないで

しょうかね。地域の住民と観光客の間にきずなをつなぐためには、住民が地域

の魅力に気づいて、その魅力を観光のお客さんに伝えていくことではないない

かと思います。 

 そんなことを思えば、こういったことを実現するには、今日、あしたでなく

て、１０年、２０年後の山梨を考えたときに大切なことは、子供のときから、

そういった地域を学び、ふるさと山梨に愛着を持っていく気持ちをはぐくんで

いくことが大切だと思います。そこで、郷土を学ぶ取り組みは現在どのように

なっているか、お聞きをしたいと思います。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  現在、小学校、中学校では、郷土の関心を深め、郷土を

愛し、郷土の誇りを持てるような心情をはぐくむということで、山梨の自然や

歴史が記された、『ふるさと山梨』という副読本がございまして、これを活用

して、例えば社会の時間であるとか、理科の時間に活用しておられているとい

うことです。これは平成２０年度から、郷土学習ということで始めたようです。 

 これにつきましては、勉強する以外に、この副読本だとか、博物館を使った

研究をしてもらって、その研究作品を提出して、全県的に発表大会を開くとい

うようなことで、郷土教育を進めていると聞いております。 

 

清水委員  現在、県が作成しているおもてなしのやまなし観光振興条例に基づく観光振

興計画の案においては、重点的な取り組みとして、地域の自然や歴史等、郷土

を知るための郷土教育の充実を図るとありますが、今後どのような郷土教育を

充実していくのか、その点をお聞きしたいと思います。 

 

望月観光企画・ブランド推進課長  教育委員会とも、今回、条例をつくるに当たって打ち合

わせもしているわけですけれども、教育委員会としては、今の『ふるさと山梨』、

この郷土学習資料を補助する、もっと詳細なものをつくったり、また、ふるさ

と山梨というホームページを持っているんですが、そんなものも充実していき

たいということで、郷土教育学習の一層の推進を図っていくこととしておりま

す。 

 また、今年度末までに山梨の自然や文化、そして人々を題材とした、そうい

うエピソードを取り上げた道徳教育用の教材を作成して、全校に配布して、道

徳の時間に活用するなどして、子供たちや家族がふるさとの山梨に誇りを持て

るという教育に一層強化していくと聞いております。 

 

清水委員  いろいろと勉強の仕方はあろうかと思いますが、やっぱり、そういった教材

もあって、実際に授業が行われていかなければ効果がないところでございます

から、観光部、そしてまた教育委員会、それぞれ、こういった問題については、

郷土の教育ということをすぐ行われるような形に、ともに積極的に話し合いを

しながら勉強していく必要があるなと思っておりますけど、その点はどうです

か。 
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望月観光企画・ブランド推進課長  条例の中にも教育機関と連携するような規定もあるわけ

なんですが、観光部としましても、例えば教員を対象とする郷土学習の研修会

みたいな場がございますので、そういうところにも出かけていきまして、条例

の趣旨、また郷土教育がおもてなしに非常に密接につながっていくといくこと

を観光部としてもぜひ行って、教育現場で理解が深めるように促していきたい

と考えております。 

 

清水委員  いろいろお言葉をいただいたわけでございますけど、例えば、先ほど小越委

員が質問したような内容もあるわけでございますけど、もっと大切なことは、

基本に返って山梨をどうするかといったことを考えることが、長い目で見た観

光の振興につながるし、いろいろな面につながるということも頭の中に入れな

がら、観光部、頑張っていただければありがたいと、このように思っておりま

す。 

 

       （富士山の環境保全における静岡県との連携について）       

早川委員  じゃ、１点だけ、すみません。富士山の環境保全における静岡県との連携に

ついて、お伺いします。 

 世界遺産登録のときのイコモスが来るときには、もちろん芸術的な、文化的

な証明のほかに環境保全対策の説明を求められると伺っているんですが、これ

は１２月の委員会でも質問させていただいたんですけど、昨年の年末に地元の

富士北麓地域の市長、村長、あとは富士五湖観光連盟の会長など、ほぼ全員の

方々が県庁に来られて、知事あてに、両県で統一的に協議する場の実現をお願

いする要望書を提出したところですが、その後、この要望書に対して、まず県

の動きを教えていただきたいと思います。 

 

芹沢観光資源課長  昨年の暮れ、委員おっしゃられたとおり、協議会のほうから、静岡県と

の安全対策、環境保全の対策等について協議の場を持つようにという要望を受

けたところでございます。それ以後、静岡県の担当部局、部署へ出向きまして、

要望内容を伝えたところでございます。そのお話の中で、今後、まずは両県で

事務担当者の間で、富士山についてのこれまでの状況や課題について情報交換

をするということで合意をしたところでございます。そこで、本県の状況を詳

しく説明をしたところでございます。 

 

早川委員  今年の夏のイコモスが調査に来るということで、本当に来年の登録に向けて

も早急に対応するべきだと私は考えるんですけど、その環境保全対策で両県の

足並みがそろわないことが、あってはならないことなんですけど、登録のネッ

クとならないようにしたいと考える中で、先週、ここにもあるんですけど、静

岡県の県議会でも同じような内容が取り上げられたり、先月、富士吉田市でシ

ンポジウムが行われたときにも議題に上がっているんです。先ほど、静岡県の

事務担当者間での情報交換を行うとのことなんですが、具体的には、どういっ

たスケジュールで進めていくことが決まっているのか、お伺いをしたいんです

が。 

 

芹沢観光資源課長  前回は、本県の状況をある程度詳しく説明をしてございますので、次回

は静岡県の状況を伺う中で、本県と静岡県の両県の共通の課題について確認し

ていくということとしております。 
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早川委員  今のこういった動きでは、なかなか遅いという声も、しばしば耳にします。

かねてから地元や協議会が要望していた、合同で市町村を含めた中、両県で協

議する場の設立については、具体的にはどうしていくのか、お伺いしたいので

すが。 

 富士山に特化した会議というのは、３省庁合同で国も立ち上げるということ

も聞いていますし、私は現実的な方法としては、例えば５月とか、６月に、今

ある国とか地方とか県も、両県含めた中で、富士山憲章の合同会議という既存

の会議を活用して、それで早く、そういうような場を設けることが必要じゃな

いかと考えているんですが、お考えをお伺いします。 

 

 

芹沢観光資源課長  協議の場ということでございますけれども、委員おっしゃるような組織

のほかに、例えば登山者への情報提供や収集方法などについて協議をします同

じような国とか両県、関係者から成ります富士山における適正利用推進協議会

というようなものもございますし、先ほど委員のおっしゃったように、国にも

富士山に特化しました会議の設立の動きもあるというようなことでございま

すので、この動きも見守っていきたいということを考えております。 

 いずれにしましても、静岡県とよく相談をした上で、どういう形でやってい

くのがいいのかということを考えていきたいと思います。 

 

早川委員  最後になりますが、静岡県ということなんですが、もちろん国や地元の市町

村とも、よく話をしていただいて、本当にできるだけ早い段階で具体的に進め

ていただきたいと思います。 
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主な質疑等 農政部 

 

※第２７号 平成２４年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中農政産業観光委員会関係

のもの、第２条継続費及び第３条債務負担行為中農政産業観光委員会関係のも

の 

 

（農地利用集積円滑化促進事業費について） 

高木副委員長   課別説明の農４ページの農地利用集積円滑化促進の事業についてですが、

県においても、担い手対策を重点的に取り組んでおられるということで、また、

その成果も着実に出てきていると聞いております。 

 特に、山梨県の場合は、全国の平均農業従事者の年齢よりも２歳高い６７.

８歳ということもあり、新規就農者や若手に対する遊休農地の集積促進がなか

なか進んでいないようであります。 

こうした中、知事の所信表明にもありましたけれども、新たな農地を貸し

たり、借りたりしていくことを、もっと推進して若手の担い手、あるいは新し

い農業に携わる人たちに対する農地の流動化や集積が早く進んでくれればと

思っているんですけれども、これらを促進するために、県はどのような施策を

考えておられるのかお聞きしたいと思います。 

 

山本農村振興課長  高木委員からの御質問は、担い手への農地の集積に対する考え方という

ことだと思いますけれども、今回、農４ページにマル新で、農地利用集積円滑

化促進事業費という形で農地の集積の事業を計上させていただきました。 

担い手への農地の流動化を促進する場合には、やはり農地を貸したい、あ

るいは借りたいというような意向の情報が不足しているということが１つあ

ります。また、地域になじみのない方に農地を貸すということに対する農家の

方々の不安等が障害となるケースも多く見受けられます。 

とりわけ、本県の主力作物である果樹産地においては、永年作物というよう

なことで、一度貸すと、なかなか返ってこないのではないかという不安もあり

まして、農地を貸したがらない傾向があると考えております。 

こうしたことを解消するために、やはり農地制度に関する正しい理解の促

進、また信用のおける第三者機関が仲介するなどの仕組みが必要だと考えてお

ります。 

このため、一昨年、平成２１年１２月に農地法の改正があり、その中で農地

の所有者から委任を受けて農地の仲介を行う新たな公的機関である農地利用

集積円滑化団体を設置するということになりましたけれども、この事業を通じ

て、市町村あるいはＪＡなどの取り組みで、県下全域に来年度中に設置をした

いと考えております。 

これらの団体がしっかり機能するような体制を整備することで、農地流動化

を促進していきたいと考えています。 

 

高木副委員長   農地の集積を図ってくれる農地利用集積円滑化団体、ＪＡなどが中心にやっ

ていくそうですけれども、山梨県では幾つぐらい、そういうＪＡが携わること

になるのかちょっと教えてください。 

 

山本農村振興課長  農地利用集積円滑化団体ですけれども、平成２４年２月末現在ですが、

ＪＡフルーツ山梨が既に円滑化団体になっております。また、明年度にＪＡ笛

吹、ＪＡこま野が円滑化団体となる見込みであります。 
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高木副委員長   そうすると、既にＪＡフルーツ山梨はなっているということですね。あとこ

ま野と笛吹がなる見込みということで、来年までに３つのＪＡということです

ね。 

 

山本農村振興課長  本年度で、ＪＡフルーツ山梨の１団体で、来年度にＪＡ笛吹、ＪＡこま

野が円滑化団体となる見込みです。 

先ほど、ちょっと申し述べられなかったのですが、円滑化団体については先

ほどご答弁をしたように、市町村とＪＡとが実施するということで、現在、平

成２４年２月までに、県下全域では１９団体、１９市町村で設置をしておりま

す。 

 

高木副委員長  この円滑化団体が農地の権利関係の調整や専門的な仕事をできる職員は、今

のＪＡでも、あまりいないと思うんですよね。そうした中で、専門的な仕事を

できる職員をつくっていく、あるいは、どのような位置づけをしてサポートさ

せていくのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

山本農村振興課長  今回のこの新規事業では、この円滑化団体に農地の権利関係の調整など、

農地の流動化に係る実務を専門的に行う農地調整員を配置していくことに対

して支援をしていくこととしております。また、こうした農地調整員が業務を

行うことに当たって、農地制度をよく熟知するというようなことが必要だと思

いますし、また土地取引に関するノウハウを備えていないと、なかなか実務は

こなしていくことは難しいのではないかということで、県では、こうした専門

的な知識やノウハウに精通した農地集積アドバイザーを山梨県農業振興公社

に配置して、円滑化団体の指導や助言に当たっていきたいと考えています。 

さらに、一番大事なことですけれども、現場においては、農家からの農地を

借りたいとか、あるいは貸したいといった要望であるとか、新規就農希望者か

らの相談、これらを円滑化団体につなげてもらう仕組みが必要ではないかとい

うことで、各市町村の地域ごとに、地域の実情に精通した篤農家の方々を対象

に農地集積の推進に協力していただけるようお願いしていきたいと考えてい

ます。 

やはり、円滑化団体を下支えする体制整備というのは現場にあると思いま

して、そちらのほうの体制整備をしっかりする中で、農地集積の取り組みを促

進していきたいと考えております。 

 

高木副委員長   今、課長から篤農家という話が出ましたが、地域の実情をその方たちが一番

知っているのかなと思いますし、その人たちのモチベーションを高めていかな

ければ、これは実際、絵にかいたもちとなってしまうんじゃないかと思うんで

す。そこら辺を、やる気だとか、本当に実践していく上でのモチベーションを

上げるために、どのようなことをしていったらいいんでしょうか。県が考えて

いることがあれば教えてください。 

 

山本農村振興課長  協力を願う篤農家などの方々に対してのモチベーションを上げるという

ようなことだと思いますけれども、まず、農地集積を推進していくためには、

こうした直接担っていただける円滑化団体とか、あるいは農協等の生産者団体、

それから新たな担い手の対策、さらに農地制度を所管する関係機関というもの

が重要になってくると思いますので、そうした機関と連携して、県が主体的に

農地利用集積推進会議というようなものを新たに設置し、その中で取り組みの

方向等を検討していくというのが１点ございます。 
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もう１点は、やはり、先ほど言いました農地調整員や篤農家等の農地集積

に協力していただける人たちに、農地の関連制度等を熟知していただくことが

必要ということで、これらに対する研修会を開催していきたいと考えておりま

す。 

そうしたことで貸しやすく借りやすい、そうした担い手への農地集約を進

めていきたいと考えております。 

 

高木副委員長   今、農地調整員という話が出ましたが、そうした方々が活動していく上での

活動費みたいなものは、何かお考えになっているんでしょうか。 

 

山本農村振興課長  農地調整員につきましては、農４ページの１番、農地調整員設置支援事

業費の補助金１,２００万円という形で予算を計上してございます。 

先ほど、委員がおっしゃった、篤農家の現場の人たちという部分だと思い

ますけれども、そちらのほうについては、この農４ページでいきますと、４番

の農地利用集積円滑化研修事業費の研修費という形で予算的には計上してご

ざいます。 

その上に、３番の農地利用集積事業費補助金というのが円滑化団体に支援

していくわけですけれども、この中では当然、会議費とか、謝金というものも

対象となると思います。今回初めての取り組みということで平成２４年度から

取り組んでまいりますので、市町村や円滑化団体などのご意見も伺いながら、

国とも協議する中で、どういうようなものが、そういうものに充てられるか、

検討はしていきたいと考えております。 

 

高木副委員長   これが本当に進んでもらえればいいなとすごく思うんですけれども、先ほ

ど言った、絵にかいたもちにならないようにしていくために、ぜひ、篤農家、

あるいは、この委員さんたちの支援も受ける形で、ただ、決してお金がたくさ

んあればいいというものばかりではないんでしょうけれども。もちろん、地域

の人たちの、そういった農家同士の連携だとか、そういうマインドを上げるた

めには、いろいろな方法あるんでしょうけど、ぜひ、そういった支援策も十分

に検討して予算に盛り込んでサポートしてほしいと要望いたします。 

 

（やまなし有機の郷づくり推進事業費について） 

木村委員     農３２ページ、マル新のやまなし有機の郷づくり推進事業費についてお伺い

いたします。 

近年は、食の安全、安心に対する関心の高まりを背景に、化学肥料、農薬を

使用しない有機農業が注目をされてきています。本県の恵まれた自然環境の中

におきましても、特に峡北地域の気象状況を生かした、有機農業による野菜栽

培での取り組みが増えているとお聞きしています。 

今後、県がこれまで推進をしてきています、環境保全型農業とあわせて有

機農業を１つの生産方式として振興策を考えていく必要があると考えている

ところであります。そこで、県はこれまでに栽培技術の研究など、有機農業の

推進をどのように図ってきたのか、お伺いします。 

 

樋川農業技術課長  有機農業についてですけれども、平成１８年１２月に有機農業推進法が

制定され、その施行を受けて、平成２１年３月に山梨県としても有機農業推進

計画というものを策定いたしました。 

この計画に基づきまして、有機農業の栽培技術の研究や普及、それから有

機農業の理解促進などを目指し、農業者への支援を進めてきているところでご



平成２４年２月定例会農政産業観光委員会会議録(当初①) 

- 29 - 

ざいます。 

具体的には、県の総合農業技術センターで野菜を中心に栽培技術の確立の

研究を行い、その研究成果を生かして、技術を普及するための実証圃の設置と

か、あるいは有機農業者の組織化への支援、それから販路拡大に向けた商談会

の出展などのＰＲの経費といったものへの助成というようなものを進めてき

ております。 

 

木村委員  わかりました。栽培技術とあわせて大きな課題となるのが、販路や収益で、

これらは欠かすことができないわけですけれども、現状、私の想像かもしれま

せんけれども、生産者個々に宅配やインターネットなどを使って販売する状況

があるのではないかなとも思うんです。今後、安定した販路の確保などの流通

販売に関する環境を整えることが、有機農業への参入者の増加、生産量の拡大

につながると思うんですけれども、お考えを伺いたいと思います。 

 

樋川農業技術課長  有機農業の流通販売等につきましては、委員御指摘のとおり、現状、消

費者との個人的なつながりの中で、宅配等による直接取引ということが主流で

ございます。最近では、生協とか、スーパーでの取り引きも出てきています。

レストランがこだわり食材で使うという動きも出てきておりますけれども、ま

だまだ部分的な状況だというのが現状だと思います。 

そういった意味で、やはり流通販売の部分に力を入れていかなければなら

ないと考えております。 

     具体的には、ロットの拡大とか、あるいは不安定な供給の解消、それから流

通コストの低減を進める必要があるということですけれども、そのためには、

やはり生産者の組織化によるグループ販売を進めたり、あるいは生産者だけで

はなく、販売サイドの方々も含め、いろいろと連携したネットワーク型の販売

体制により、安定的に販路を確保していくという取り組みも必要だと思ってい

ます。 

 また、有機農産物をどこで売っているのか、消費者の方も実際には、なかな

か目につかない状況というところもございますので、消費者が有機農産物を選

択できるような場を拡大していくという施策も必要ではないかと考えていま

す。 

 

木村委員  私の行っているいちやまにも時々あるんですけど、ついつい値段が高くて、

安いほうを買っちゃうんですが、福島原子力発電所の事故があって以来、私た

ちはともかく、小さな子供などには、やっぱり食べさせたいということを若い

お母さんたちは言っているようです。 

先に聞けばよかったんですけれども、有機農業者数というのは、この課別

説明書によると、現在の９５人を平成２６年には１１５人にしていくとかと書

いてあります。そして、やまなし有機の郷販売拡大支援事業補助金として１,

５００万円をどこかに補助するということで、３個、さっきおっしゃったグル

ープという話が出ましたけれども、やまなしの有機の郷フェア開催事業費の１ ,

１５０万円のほうだと、委託先は外部有識者を交えた審査会において１者を選

定とあるんですよね。それで、委託先というのが、やまなし有機農業連絡会議、

括弧して県内有機農業生産者等１５団体で構成だと。こういう１５団体で構成

していると方々は、さっき言った９５人が１５団体で経営しているということ

ですか。それを、何か農協かどこかに本部があるということですか。 

 

樋川農業技術課長  有機農業の現状で、農家数ということですけれども、現状は１０５弱と
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いうような状況で、県内に点在をしております。ただ、北杜市あたりでは、非

常に新規参入者の方が多く入ってきているということで、まとまってきている

という状況にございます。 

そういった方たちが、やっぱり、先ほど申しました流通販売を強化してい

くためにグループ化していくことが必要だということの認識のもとに、農３２

ページのマル新のやまなし有機の郷づくり推進事業、２番目の有機の郷販路拡

大支援事業費補助金というものを組んでおります。 

この事業につきましては、有機農業者がグループをつくって、その方たち

と、また流通販売の方たちが一緒になって、その販路拡大に向けた、販路の安

定化に向けた企画提案というのをしていただいて、それを県が審査会で３つの

提案先に絞りまして、その提案を実施する事業につきまして補助金を出してい

こうというのが、この２番目の販路拡大支援事業費補助金でございます。 

 その下のやまなし有機の郷フェア開催事業費というものにつきましては、県

内、それから県外も含めまして、有機の農産物を取り扱っているところを、や

はり増やしていこうということで、この事業の組み立てとしては、県内の量販

店の中で協力していただけるところを１社絞りまして、そこに有機農産物専用

のブースを設置するという形で、その量販店に委託をするという事業と、それ

から富士の国やまなし館で有機農産物のＰＲを行うことを兼ねて販売の場を

セッティングしていく。そのＰＲする販売の場のセッティングに、現在、山梨

県全体を、有機農業の関係者で構成していますやまなし有機農業連絡者会議と

いう団体があります。富士の国やまなし館の販売の場のセッティングを、その

やまなし有機農業者連絡会議のほうに委託をしていきたいという２本立ての

構成になっておりますが、ちょっとわかりにくいですけれども、そんな形で考

えております。 

 

木村委員     親切に答弁いただいたんですけれども。先ほどの３者以上のもので構成する

農業者等の団体というのは、これからグループはつくるということですか。そ

れから、最後に言った、やまなし有機農業連絡会議、括弧して県内有機農業生

産者等１５団体の団体というのは、この人たちじゃなくて、いろいろな人が入

って、こういう団体をつくっていこうということなんですね。 

現在ある有機農業者、携わっている人９５名の内訳というか、グループがある

のか、個人でやっているのかというのは、どんなふうになっているんですか。 

 

樋川農業技術課長  現状は、やはり個人でやっている方が多いんですけれども、最近は何名

かまとまって、販売のためのグループをつくって、共同発送といいますか、そ

ういったことをやる動きが出てきております。 

 

木村委員     この委託先の外部有識者を交えた審査会、１者を選定とあるんですけれど

も、１者を選定というところが、ちょっとひっかかるんですけれど。グループ

を選定とか。１者というと、会社もあるということなんですか。法人というか。  

 

樋川農業技術課長  この有機の郷フェアの県内量販店に有機の専門のブースを設けていただ

くという事業につきましては、県内の量販店を１者選びたいということですが、

選定に当たって、外部有識者を交えた審査会で、幾つか上がってきましたら、

それをどこにするかということを審査したいと、そういう意味合いです。 

 

木村委員  わかってきました。そういう意味で、今度は、きちんとつくっていかないと、

出したり、出さなかったりというと、今度、向こうのお店のほうでも、これは
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大変なことですので、きっと担当される課長さんも大変だと思うんですけれど

も、新規事業を予定をされていますが、栽培技術の確立や販売対策等の支援、

有機農業の振興をしっかり図っていただきたいんですが、その決意のほどとい

いますか、計画などをちょっとお話しいただければと思います。 

 

樋川農業技術課長 やはり今後の農業ということを考えていきますと、高品質というのは当た

り前ですけれども、環境に配慮して生産をするという１つの要素は非常に重要

な部分だと思いますし、また、先ほど北杜市という話も出ましたけれども、そ

ちらのほうでは、新規参入者のかなりの割合が有機農業に入りたいという希望

を持っている方が入ってくる。そういった、都会からの受け皿にもなっている

という状況もございまして、有機農業というのは、やっぱり県として進めてい

かなければならないと考えております。 

やまなし有機の郷づくりということを旗頭に、環境保全型農業という、農薬

を減らして農業生産をやっていこうということも含めまして、環境に配慮した

農業をきちっと進めていきたい。そのためには、技術も大切ですし、また販路

ということも大切なので、その辺、新たな、この新規事業で手当てをしながら

やっていきたいと考えています。 

 

木村委員  やまなし有機の郷づくりという語呂がいいので、成功すると思います。 

 

       （耕作放棄地を活用した被災者就農支援事業費について） 

保延委員  農５ページの耕作放棄地を活用した被災者の就農支援の件ですが、これは具

体的に被災地のほうから山梨県に来て、農業をしたいという希望者があるわけ

ですか。その辺を具体的に説明してください。 

 

山本農村振興課長  農５ページの耕作放棄地再生活用促進事業費の１番、耕作放棄地を活用

した被災者就農支援事業費の関係でございますけれども、これにつきましては、

平成２３年９月補正でお願いをし、債務負担行為をとって平成２４年度も続け

るということで、これは被災地における高校生だとか、あるいは大学生がなか

なか就農するのが難しいということで、ハローワークを通じて募集をしており

ます。 

         このときに、今、農政アドバイザーをされている菅原文太氏のご協力をいた

だく中で、幾つかの高校を当たっていただいて、現在までに、まだ１名ですけ

れども、宮城県のほうから、平成２４年度から、この事業で就農をしていくと

いうことで、そういう希望があるということで伺っております。 

 

保延委員  じゃ、現実に農家が山梨県に来て農業をするという意味の予算ではないとい

うことですね。９３０万円もあるわけだから、もう少し被災地とかといったと

ころへ、ＰＲなりをして、向こうで農業できない人が、これだけ山梨県は耕作

放棄地が多いわけですから、そういった話、そういう動きをしたほうが、よっ

ぽど現実的じゃないかと思うんですが、どうですか。 

 

山本農村振興課長  今、保延委員がおっしゃるとおり、実際の状況だけお話しして、ちょっ

と舌足らずなところがあったかと思うんですけれども、この耕作放棄地を活用

した被災者就農支援という部分については、今ある耕作放棄地をこの緊急雇用

で整備しておくということで、その内容については、被災地から来られる、向

こうで農業ができなくなった方、あるいは新たに新規就農する方々を受け入れ

る農地を整備しております。今後、そういう方々が山梨県で就農したいという
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ことであれば、この整備した農地で就農することは可能であります。ただ、こ

の就農支援事業を実施するときは、耕作放棄地ですので、農地を整備しただけ

では、なかなか就農はできないということで、この後、国の直接採択事業であ

る耕作放棄地の緊急対策の交付金がございまして、その中で実証圃場という形

で就農される方については、その人件費等が出る形になっておりますので、今

後、農地を整備した後に、堆肥等の土壌改良を行って、あるいは、そこでつく

る作物等の営農定着を支援して、どういう作物をつくっていくかというような

実証圃場として使っていただいて、山梨での農業を再開するための１つの取り

組みに、この事業で整備した農地を使っていただきたいと考えています。 

 

保延委員     じゃあ、これは結局、耕作放棄地を解消するために、高校生とか、アルバイ

ト的な人間をこっちに誘致してやらすという事業なんですか。何か意味がわか

らない。 

 

山本農村振興課長  説明がうまくできなくて申しわけございません。耕作放棄地を整備して、

農地とします。その整備した農地に、被災地では農業が再開できない人たちに、

山梨県で営農再開をするための取り組みをしていただくために農地を整備し

ているということでございます。 

 

保延委員  じゃあ、例えば、被災地から、そういった農業をやりたい人を誘致をすると

いったＰＲなどをしているわけですか。 

 

山本農村振興課長  今回、この被災者就農支援で被災地のほうには、ハローワークを通じて、

この実証圃場を実施していく生産法人が募集をかけているということで、やは

り、なかなかピンポイントで山梨県にどうかというようなことは。向こうの

方々も、市長さんたちも、やはり、なかなか県から出したくないというような

思いもありますので、いずれ山梨県では、こういう農地を整備して、受け皿が

あるということを、まず、そういうハローワークを通じて話をして、山梨で就

農したいという方に来ていただいて、山梨で農業していただきたいというよう

な形にしたいと考えております。 

         面積的にも３ヘクタール程度を予定しておりますので、大々的にＰＲをする

というよりも、やはり、山梨で農業したい方、そういうものを通じて募集して

いただければと考えています。 

 

保延委員  結局、被災地でも農業をしたくてもできないという状況がありますからね。

やっぱり、どうせやるんだったら、きちっと、それだけのＰＲをして、しかも

離農者が多い山梨県ですから、そういう農業に対して意欲のある被災者をこっ

ちへ呼んでくるぐらいの、きちっとした施策をしなきゃだめですよ。 

         ただ、ハローワークでアルバイト連れてきて、耕作放棄地を処分するという

ようなことじゃ。耕作放棄地をきれいにしたって、１年もたてば、また、もと

に戻ってしまうのですから、ぜひ、そこまで突っ込んだ施策を考えなければ。

予算的にも、９００万円ではちょっと少ないのかもしれないけれど、やっぱり、

応募があれば、来年度はもっと予算をつけて、本格的にそういうふうにやると

いうことも、１つの方法じゃないかと思います。 

 

       （繭糸流通指導事業費について） 

保延委員     次に、もう一つ。農の２７、これは養蚕の関係ですが、えらい珍しい予算が

ついているから。これは、いつも予算がついているんですか。今、山梨県で養
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蚕をやっている農家とその関係の活動なんかあるんですか。その辺、ちょっと

聞かせてください。 

 

田中花き農水産課長  県内の養蚕農家の数ですけれども、今、ちょっと正確な数を把握して

いないのですけれども、３０弱、二十数戸、まだ現在において生産しておりま

す。繭の生産量も１０トン弱、ありまして、県内の最大の農家は３トン程度つ

くっている全国でも屈指の農家が、まだ現在、生産を続けている状況です。 

ただ、従来の各地域に稚蚕共同飼育所があって、そこから配蚕していくと

いう体制はもう既にありません。蚕種についても県外から持ってくるというよ

うな形で、製糸会社につきましても、全国で機械製糸している会社が２社だけ

という形で、県内で製糸、操糸している会社はなしというような状況になって

います。 

 

保延委員  そうすると、この２２万円の事業費はどのような使途で使うわけですか。 

 

田中花き農水産課長  すべて経常経費で事業経費は含まれておりません。 

 

保延委員     昔、うちの辺でも養蚕を飼っていました。そして、飼育所というのか、ああ

いう施設を、県が国の予算でつくってもらいましたよね。しかし、土地とか、

建物などが大分古くなっちゃって、こうしたものは、県では今後どういうふう

にしていくのか。また、維持管理とか、管理費とか、そういうものかかると思

うんだけど、その辺はわかりますか。 

 

田中花き農水産課長  委員御指摘の稚蚕共同飼育所の建物ですけれども。 

 

保延委員     うん。ああいうの、たくさんあるよね。 

 

田中花き農水産課長  各地域で大分整備されて、現在使われていないということですけれど

も、稚蚕共同飼育所の性格上、中に機械が入っているというようなことで、ほ

かの用途への転用がなかなか難しい問題等ありますけれども、国と協議して、

用途変更等の手続をして、有効に活用するという方向が正しいかと思いますけ

れども、なかなか、先ほど言いましたような条件があるので、それができない

ということの現実もございます。 

 

保延委員  いずれにしても、今、本当に廃墟みたいになっていてね。それで、補助金を

もらっているから、期限になるまで。そういう有効活用ができないという問題

がいろいろあるけど、ああいうものを早急に、地域としては危ないところもあ

るし、古くなっちゃっているので、何とか処理をして、そばに利用ができるよ

うなものがあれば、柔軟にそういうものは利用していったほうがいいんじゃな

いかなと思うわけですね。ほとんどが老朽化しちゃっているからね。つぶして

平地にしたほうがいいかもしれないけれど。 

いずれにしても、よく農政部でも考えて、もう今、組合もあるのか、ない

のか知らないけど、その辺の処理方法を考えて指導してやってください。 

 

田中花き農水産課長 委員御指摘のように、幾つかの施設については、その処分方法について

実際、相談が来ている例もございますので、国等と連携しながら対応していき

たいと考えています。 
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保延委員  ちゃんと決まったら返事を下さいね。 

 

       （漁業調整指導費について） 

清水委員  ３点ほど、ちょっと教えてもらいたいと思います。農２４の漁業調整指導費

の中で、２のカワウ食害防止総合対策事業費の内容をちょっと説明してくれま

すか。 

 

田中花き農水産課長  カワウ食害防止対策事業費につきましては、これは先ほど説明しまし

たように、県内に飛来するカワウの飛来状況の調査や追い払い、それから繁殖

抑制等に要する経費で、これは県漁業協同組合連合会に委託して、各漁業協同

組合が追い払い等を行う、また繁殖抑制等を行うために要する経費であります。 

 

清水委員  予算的に昨年と同様、それよりかもっと金額は増えているんですか。 

 

田中花き農水産課長  昨年とほぼ同額であります。 

 

清水委員     最近、本当にカワウは増えているんだよね。だんだんアユがカワウに食べら

れてしまって少なくなって、その辺を密接に調査してもらいたいと思うのだけ

れども、私とすれば、予算的にこれは少ないなと思うのだけれども、ここで決

めるわけにはいかないので。内容は聞いたので、それを十分これからも気をつ

けてください。答弁は結構です。 

次に、その下の内水面利用啓発事業費の中の２番目の地域特産魚需要拡大

事業費、これは緊急雇用対策の費用だと思いますけど、この内容について、ち

ょっと説明してください。 

 

田中花き農水産課長  これは現在、話題に上っております甲斐サーモンと県内の水産業の消

費拡大を図るために、その推進員というか、その人員を県漁連に設置するため

の経費に対する支援でございます。 

 

清水委員  推進しているということですね。その理解でいいですね。 

 

田中花き農水産課長  はい。 

 

清水委員     次に、水産技術センターの魚苗生産事業費の中で、ここにアユとニジマスの

関係の内容が出ているわけでございますけど、この内容のアユの関係について

の１８０万匹、ニジマスの採卵が４７万、それからニジマスが１万７,０００

ですか。それから、コイが５,０００。これは、従来どおりの金額で内容的に

は変わらないですか。 

 

田中花き農水産課長  ほぼ前年どおりの計画であります。 

 

清水委員  アユの関係については、交配の面は、今現在どのようになっているんですか。 

 

田中花き農水産課長  委員御指摘のアユの釣られやすさのことだと思いますけれども、現在、

そういった釣られやすさを向上するために、水産技術センターでは、海産の系。

要するに、今まで飼っていたのと違う、より釣られやすい系統の新魚を導入し

て、順次、系統を変えて、よりよい種の生産に努めております。 
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清水委員  最後に、２５ページの中で、ブドウの搾りかすというんですかね。新しいブ

ランドの開発。これは、魚でいえば何を指しているんですかね。アユとか、ニ

ジマスなどいろいろとあるとおもうのですが、その内容をちょっと説明してく

ださい。 

 

田中花き農水産課長  現在、ニジマスを使って実験する予定になっております。 

 

清水委員  ニジマスだけですか。 

 

田中花き農水産課長  将来的には、その成果を甲斐サーモンのほうに利用できたらというよ

うな、計画もあります。ニジマスの品質を変えるという意味で、今回の試験を

予定しております。 

 

清水委員  はい、わかりました。結構です。 

 

       （やまなしの花産地活性化振興事業費について） 

山下委員  農２６ページでやまなしの花産地活性化振興事業費というので、私、前、本

会議でちょっと質問をさせていただいて、山梨県の花きの生産状況というのは、

皆さん御存じのように愛知県が断トツで１位ということで、山梨県は種類によ

っては違うと思うんですけど洋ランを含めて第５位だと言うんですね。 

残念ながら、いろいろ今、景気が悪くなっているということで、洋ランの

売れ行きも非常に悪くて、単価も著しく下がってきているということなんです

けれど、単価や生産状況など、今、県内の花きがどういうふうになっているの

か、わかっている部分で結構なので、ちょっと教えていただきたい。 

 

田中花き農水産課長  山梨県の花きの生産状況についてですけれども、１年前の数字で恐縮

なんですけれども、山梨県の花きの生産額は５４億円となっております。農業

生産、全体的に減少する中で、ほぼ前年並みということで、国内の花き需要の

減少とか、そういう中で、県内各生産者の努力によって５４億円が保たれてい

る状況です。ちなみに、県の主要品目でありますコチョウランやシンビジュウ

ムの洋ラン類の出荷量が、農林水産省の統計ですと、平成２２年度は前年比の

１０４％ということで、全国で前年まで６位だったのが５位に上がったという

ことで、山梨の生産は、それなりにというか、生産者の努力によって、ほぼ横

ばいに維持されているというような状況です。 

単価につきましては、品目的にかなり多岐にわたっており、例えば切りバ

ラの多いところと、山梨みたいに鉢花、苗物が多いところというのは、なかな

か比較がしにくいのですが、山梨県の全国的な地位とすれば、全国では４５位

ぐらいで、一番最後のほうに近い状況です。ただ、全体では低いんですけれど

も、先ほど言いました洋ラン類については、全国出荷量でいけば５位と、非常

に高い生産量です。そういうところに生産が特化しているという状況にありま

す。 

 

山下委員  これは木村委員が前に質問したのかな。いわゆる新しいコチョウラン、小型

のコチョウランということを考えて、多分この予算が計上されていると思うん

だけど、この予算の内容はどのようなものなのですか。 

 

田中花き農水産課長 花きの需要が低迷する中で、本県花きの振興のためには、商品性の高い

オリジナル花き、ほかの産地と差別化できる花きですとか、消費者ニーズに合
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った商品生産により、県産花きの需要拡大を図っていく必要があるということ

で、このやまなしの花産地活性化振興事業のうち、やまなしの花新商品開発支

援事業につきましては、従来、産地づくりを受けていたその成果を、もう一つ

販売のほうに少しシフトして、消費者のニーズにこたえる商品や新たな使い方

や楽しみ方ができる、そういう新たな商品づくりを開発しようというのに対す

る支援そのものであります。 

商品開発に当たっては、そういった消費者ニーズや新しいアイデア等を幅

広く収集するため、プロジェクトチームを設定して、そういった活動を行うと

ともに、生産者と連携して商品開発を進めていくという内容のものであります。 

また、その２番目にあります国際フラワーＥＸＰＯですけれども、そうい

った取り組みによって開発した商品、それだけではありませんけれども、それ

も含めて、そういったＥＸＰＯに出展して、販路開拓に意欲のある生産者団体

に販売促進活動を支援していくということで、商品づくりと販路開拓、情報発

信というような取り組みを進めていく事業であります。 

 

山下委員     ごめんなさい。いわゆる、このやまなしの花新商品開発というのは、別に鉢

花の洋ランだけというわけじゃないのね。花全体の開発をという話になるとい

うことね。 

 

田中花き農水産課長  特に洋ラン、コチョウランに特化した事業ではなく、県全体の花産地

に対する事業で、鉢花、花壇苗等を含めた事業であります。 

 

山下委員     じゃあ、後でもうちょっと聞くとして、とりあえず先にいかせてもらいます

が、僕は残念ながら、この国際フラワーＥＸＰＯに行ったことがないんだけれ

ど、何か、そちらは相当自信を持っているようだけれど、これは、かなり立派

な出展会なんですかね。多分、今年も出展されると思うんですが、今までの成

果というのもなかなかあらわれにくいのかとも思うんだけれど、去年もたしか

出しているんですよね。出していて、何かそうした成果で我々に示せるものが

あったら教えていただきたい。 

 

田中花き農水産課長  昨年は１０月１３日から１５日の３日間、幕張メッセのほうで開催さ

れ、山梨県でもブースを設置して、公募により出展者団体を募集しました。そ

のうち３団体に出展していただき、その結果、これは商談会ですので、来るの

はバイヤーとかそういった方々で、私どもが確認しているだけで、開会期間中

に７件の商談が成立したと確認しております。その後、１０件が継続して商談

を進めているということを聞いています。 

 また、さらに海外のバイヤーが後日、生産者のところに訪れて商談が成立す

るというようなことで、かなりの成果が上がったのではないかと考えておりま

す。 

 

山下委員  ちょっと話は戻りますけど、要するに、前にも質問したんですが、いわゆる

栽培の面積だとか、金額などの面において、いいところまで、ずっと来たわけ

なんですが、もう一歩という感じなんだよね。いわゆる鉢花にしてもね。もう

一つ、何かこう、山を越えられなくて、結局、景気低迷により、今のところ、

いわゆる横ばい状態をずっと来ているのが、ここ三、四年の本県の花きの現状

ですよね。 

それによって、新しいランの花というのも、もう単価が高くなっちゃって、

なかなか消費者ニーズに合わなくなってきて、新しい品種で、３,０００円ぐ
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らいのミニコチョウランをつくろうという話で、ここ、１号、２号、３号とや

り出してきた。でも 結局、こうしてお金をかけてやるんだけれども、僕が言

いたいのは、やっぱり新しいものをつくっても、宣伝をしなければだめですよ。

別にテレビの放送で頻繁に流せと言っているわけじゃないけれどね。 

そこで１つ思うのが、ＹＢＳやＵＴＹのニュースのときに、きれいな男の人

と女の人のアナウンサーが出てくる横に、そういう県内産の鉢花があってもい

いじゃないかとかね。極端なこと言えば、テレビ局のドラマに使ってもらうと

か、林真理子さんの作品の中にコチョウランが出てくるなど、実際、考え方は

いろいろあると思うんですよね。やっぱり人間の目につくところに、それをい

かに提供できるかというところだと思いますよ。 

だから、やっぱり山梨県がせっかく開発して新しいものをつくろうとして

も、つくった商品をどう世間に出していくか。そこを農政部が考えてくれると

いうことを生産者は望んでいると思いますよ。技術だとか、つくることは一生

懸命しており、問題は世間にどうやって広めていくのかということを、ぜひと

も県の皆さんに頑張っていただきたいというのは、これは果樹や、すべての農

産物にも言えることだと思いますから、大いに頑張っていただきたい。 

  

（新銘柄豚生産拡大促進事業費について） 

山下委員     その関連で農の２０ページの、今度は豚さんの関係でございます。全く同じ

話になると思いますけれど、新聞に、これはアイオワなんでしょうが、今年７

月に新しい豚が完成するということが出ていましたけれど、この新しい銘柄の

豚は生産がいつから始まるのか。また、いつごろから我々の手に届くのかどう

か。その辺を具体的に教えていただきたい。 

 

桜井畜産課長   今、山下委員から御質問いただきましたけれども、今、県内で銘柄豚は、フ

ジザクラポークというものが平成５年から流通しておりまして、１８年たちま

す。この豚自体は、県の試験場がフジザクラというランドレースの系統豚をつ

くりまして、これに大型の大ヨークシャーという、白い豚ですけれども、これ

を交配して、その後、元豚にディロックという茶色い豚を交配した三元交配で

すね。３種類の品種を交配したのが、三元交配といいますけれども、そういっ

た豚を、フジザクラポークということで、１８年間、皆さんに食べていただい

ています。 

今回、開発から１８年もたっていますので、消費者ニーズも変わっていま

すし、それから生産者においても、もっとおいしい豚をつくりたいという話で、

県としても、同様の考えをもっており、実は、ランドレースのフジザクラと大

ヨークシャーと、もう一つ、今、ディロックをかけていますけれども、このデ

ィロックにかわる豚を今、開発しています。 

これが、先ほど委員からお話がありましたように、平成１７年にアイオワ

州から、黒豚でありますバークシャー種というものと、それからディロック種

を導入して、このかけ合わせた合成豚同士を７代交配して、それで、それが交

配と選抜を繰り返して、その合成豚が今年の７月に、やっと完成してまいりま

す。 

          この豚は、食べる豚ではなくて、これを、今言いました２つのランドレー

スと大ヨークシャー種にかけた雌豚に、この新しい豚を交配して、新しい銘

柄をつくるわけですけれども、やっと、その豚が、この７月に雄が完成をい

たしまして、これを７月以降、農家に払い下げを行ってまいります。 

          農家では、この豚を使って繁殖を行いまして、子とり生産が始まるわけで

すけれども、豚の妊娠期間というのは４カ月であります。ですから、早くて
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１１月ごろ子豚が生産されます。それを６カ月かけて飼育をして、早ければ

来年の５月には、新しい銘柄豚が誕生する予定になっています。 

 

山下委員   新聞なんかでは大変、今まではフジザクラポークを押していたわけだね。い

よいよ今度は、新しい銘柄をということですが、何か、そっちのほうが非常に

ジューシーでおいしいという話のようですけどね。いずれにしても、フジザク

ラポークだって、そのまま引き続きやっていくんでしょうかね。どうなんです

か。 

 

桜井畜産課長   実は今、フジザクラポークを生産している農家が４軒ほどございますけれど

も、年間１万頭ほど生産しております。基本的には、新しい銘柄豚は、この今

フジザクラポークを生産している農家が、この豚を新しい豚にかえてつくって

いくと。 

なかなか、そうはいっても、それだけじゃ生産拡大になりませんので、実

を言いますと、今、７世代の豚がやっと完成しますけれども、５世代、６世代

の完成する前の豚を若干、農家に試験的に払い下げをして、どういう豚になる

か、試しのフィールド試験をやっています。それの状況が、意外と結構発育が

よくて、肉質もいいということで、非常に農家から好評いただいていますので、

これから、その４軒以外にも、もっとやりたいという方が、もう二、三軒手が

挙がっていますので、今年の７月、新しい豚が完成しましたよという式典をや

りながら、ぜひＰＲをして、生産をする、取り組む農家も増やしていきたいと

思っています。 

 

山下委員  フジザクラポークは大体１万頭と言われていたんだけれど、今度の新しい銘

柄はどれぐらいを目指すんですか。 

 

桜井畜産課長   欲をかくつもりはないんですが、倍の２万頭を予定しております。やはり、

ある程度ブランドになりますと、量がないと、どうしても取引するときに不利

にもなりますし、それなりに売っていこうというのであれば、頭数を増やして

強気に売ってまいりたいということで、今の倍を考えております。 

 

山下委員  やっぱり消費者だから、一番気になるところは単価になるのだけれども、単

価はどれぐらいなの。なかなか何とも、まだ先物取引になるので、ないものに

値段をつけるなんてことはできないんだけど、イメージは大体どんな感じなの

かな。 

 

桜井畜産課長   単価につきましては、ちょっと今、詳細には申し上げられませんけれども、

ただ、やはり、せっかく山梨の県で開発した豚を、それなりに農家にも、それ

なりのおいしい豚になるようなえさの管理ですとか、飼養管理も守っていただ

きながらつくっていきたいと思いますので、通常の豚よりも高く売りたいとい

うことは思っております。 

できれば、市場を通さなくても、一定の価格で売れれば、それが一番いいの

かなと思いますけれども、この価格については流通関係や消費者が判断すると

ころもありますので、これについては、やはり県としても、いろいろな認証制

度もあるでしょうし、あるいは今、農政アドバイザーで小泉武夫さんについて

いただいておりますけれども、そういった方にも食べていただいて、ＰＲをし

て、皆さんに、早く、あの豚を食べてみたいなという期待感も高めながら、そ

ういったことが１つ、価格にも反映してくるのかなと思いますので、これにつ
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いては、とにかく一生懸命つくるということだと思います。 

 

山下委員  さっきの話と全く一緒なんですね、部長。要するに、新しい豚の銘柄をつく

って、大変おいしいと。どうしても豚のことになれば、鹿児島が有名になって

くるんだけど、やっぱり鹿児島の黒豚だって、多分、昔はそんなに有名じゃな

かった。ある日、突然だれかが仕掛けたのかわかりませんけどね、有名になっ

た。山梨県の今度の新しい豚というのも、フジザクラポークを上回るようない

いものができるということのようですから、大いに、力を入れて宣伝していく。

また、販路を拡大していく。 

予算的にもあるのか、ないような予算でございますから、来年以降どうい

うふうにやっていくのか、今年しっかりつくって、来年以降どういうふうにす

るのか。また、その辺も含めて、部長、最後、ちょっと意気込みをぜひとも。

トータルで結構でございますから。 

 

松村農政部長  山下委員の御指摘は、県が開発した花でありますとか、果物もそうだと思い

ます、畜産物も含めて、開発した以上は、しっかりそれが市場などで通用する

ようにＰＲもしていかないといけないというご指摘と理解をさせていただい

たんですけれども、その点は、私たちも実は今、非常に反省している点でもあ

ります。 

これまでは、どちらかといいますと、行政は新しい品種を開発するところ

までで、どうしても取り組みをとめてしまいまして、あとは農家の方々にゆだ

ねてしまうというような色彩が、どうも強かったんじゃないかなという反省を、

ちょうど私たちもしているところでございます。 

畜産でいきますと、そのような反省も踏まえまして、来年夏に予定してい

る、この銘柄豚のお披露目は、しっかりマスコミの方にも注目していただける

ような内容にしていきたいと思っておりますし、先ほど出ましたミニコチョウ

ランにつきましても、フラワーＥＸＰＯなども活用して、山梨の新しい注目さ

れる花という位置づけを、しっかり築くよう鋭意努力していきますので、引き

続きご指導いただければと思います。 

 

山下委員  ありがとうございました。 

 

（ 休   憩 ） 

 

小越委員  では、農１ページのところで、畜産業費は前年に比べて減っているんですけ

れども、農地費が前年に比べて１２億７ ,５００円、もっとか、比較でプラス

になっているんですけど、大幅に前年と比べて増えているのは、これは何でな

んでしょうか。 

 

輿石農政総務課長  この前年度予算額につきましては、当初予算でありまして、昨年は骨格

予算ということで編成されたものですので、規模の大きさをはかるには、６月

補正予算と比較が正しいのではないかと思っています。 

ちなみに、６月補正予算と比べますと、９８．１％ということになります。  

 

小越委員  それで、私のざっとした計算ですけれども、農林水産業費全体に占める農地

費の割合は大体、この１６３億に対して、１０３億ですと、６４％。若干、前

より少し割合的には落ちているかなとは思っておりますが、全国平均からする

と、まだ高いかなと思います。 
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（広域営農団地農道整備事業費について） 

それで、先ほどお配りいただきました当初予算公共事業等予定箇所表の耕地

課のところで、公共事業の部分が載っているんですけれども、農４４ページ、

４３ページから耕地課の農地費が始まっておりますが、農４４ページ、県営土

地改良事業費、全体で、昨年と比べて、前年当初ですけれども、プラス５億円

です。そのうち、先ほどお配りしました公共事業等予定箇所表で大きいなと思

われるのが、いつも広域営農団地農道、広域農道です。３つの広域農道、全部

で７億７,０００万円かかっておりますが、この３つ。これからの予定ですね。

何年に完成していくのか。あと、どのぐらいお金かかるのか、教えていただき

たいんです。 

 

有賀耕地課長   広域農道につきましては現在、３地区を実施してございます。まず、１地区

目の甲斐駒ヶ岳地区でございますが、平成２４年度、来年度の完了を予定して

おります。 

また、２地区目の八ヶ岳南地区につきましては、平成２５年度の完了を予

定しております。 

それから、茅ヶ岳東部地区につきましては、平成２６年度の完了というこ

とになっています。 

  

小越委員  そうしますと、甲斐駒が平成２４年度ということは、あと、ここの残りの今

回計上されております４,４００万円で工事が全部完了して終わるということ

ですか。それから、八ヶ岳は平成２５年度、茅ヶ岳東部が平成２６年度の完成

となりますと、この八ヶ岳と茅ヶ岳東部は、あともう少しかかるんですけれど

も、あと、お金はどのぐらいかかる予定でしょうか。 

 

有賀耕地課長   広域農道につきましては、平成２４年度予算といたしまして、農４４ページ

にございますように、平成２４年度は７億７ ,０００万円を計上してございま

す。それから、平成２５年度以降ですが、これは３地区を合わせて約６億８,

０００万円が平成２５年度以降の予定事業費でございます。 

  

小越委員  ということは、今年７億７,０００万円ですから、先は見えてきたというか、

だんだん終わるころか、完成をするんだと思うんですけれども、例えば甲斐駒

は、平成２４年に完了するということですけれども、そうしますと、例えば甲

斐駒でいいんですけれども、どのぐらいの交通量があると想定されているんで

しょうか。１時間当たりですとか、ほかの道路をつくるときに総交通量がある

と思うんですけれど、それはどのぐらい予定をされていて、そのうち、農業関

係はどのぐらい通る予定でしょうか。 

 

有賀耕地課長   甲斐駒ヶ岳地区につきましては１,４９３台を予定してございます。このう

ち、道路交通量としまして８７２台を予定しています。 

 

小越委員  それは１時間当たりですか、それとも１日当たりですか。 

 

有賀耕地課長  １日当たりでございます。 

 

小越委員  １日当たり１,４９３を２４で割ると、そんなに多い数ではないなと私、思

っております。この広域農道をつくってしまったのですけれども、この大きい
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広い道で、農業をどのように関係していくのか、また、これからも検証が必要

だと思っており、多額のお金を費やしてきましたので、農政の中で６割以上、

この公共事業に使っているのは、だんだん少なくなってはいると思いますが、

もっと減らしていくような方向を、ぜひお願いしたいと思います。 

 

（農地集積協力金交付事業費について） 

小越委員     それから、農４ページです。農地集積協力金交付事業費です。農地集積協力

金の概要をもう少し、まずお示しいただきたいと思います。経営転換協力金、

もう一つもあるんですけれども、それは、どのような要件が必要なのか、もう

少し詳しく御説明いただきたいと思います。 

 

山本農村振興課長  農地集積協力金ですけれども、今、小越委員が言われたように、経営転

換協力金と分散錯圃解消協力金の２つで成り立っております。経営転換協力金

につきましては、人・農地プランを定めた市町村において農業者が離農、もし

くは土地利用型農業から転換して、地域の中心となる担い手に対して、農地集

積に協力した者に対して協力金を交付するということになっています。 

主な交付要件でございますけれども、まず、農業者戸別所得補償制度に加

入していること。それから、対象者は土地利用型農業から経営転換する農業者

ということで、水稲等の栽培から、例えば施設野菜だとか、そういうものに転

換する方。もう一つは、高齢となってリタイアする農業者。さらには農地の相

続人という人が対象となっております。 

要件ですけれども、貸し手が、すべての自作地を白紙委任で円滑化団体へ貸

すということで、委任期間は１０年以上。委任の内容とすれば、地域の中心と

なる経営体へ６年以上の貸し付けということになっております。 

もう一つの要件は、貸した人が今後１０年間、農作物の販売を行わないとい

うことです。 

もう１点は、所有している農業用機械を廃棄処分する。または、地域の中

心となる経営体に無償譲渡するというような内容になっております。 

一方の分散錯圃解消協力金につきましては、やはり人・農地プランを定めた

市町村において、地域の中心となる担い手に対して農地の面的集積に協力する

者に対して協力金を交付するということで、主な交付要件につきましては、先

ほどの経営転換協力金と同じように、戸別所得補償制度に加入している者とい

うことで、もう一つは、やはり白紙委任があります。 

もう一つは、地域の中心となる経営体の農地に隣接している農地を円滑化団

体が所有者を代理して、その経営体のほうに貸し出すという形になっておりま

す。 

 

小越委員     その交付要件が非常に厳しく、そしてそれが農家の方に受け入れられるのか、

私は疑問に思っております。 

まず１点は、それは白紙委任の件です。白紙委任ということは、例えば、

だれに借りられようが文句は言えないということですよね。それで、それが１

０年続けて、自分の土地だったら、だれが借りていようが文句も言えないし、

返してくれも言えないしということになって、ほんとうにこのようなことが進

むのでしょうか。 

 

山本農村振興課長  これまでの農地集積の国における取り組みは、すべて担い手に対する取

り組みや、要は借り手側に対する取り組みということで、ずっと進んできまし

た。しかし、やはり農地を提供しないと、なかなか担い手の規模拡大が起こら
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ないという中で今回、新たな施策として、出し手側に対する支援ということで、

この農地集積協力金の制度ができたと認識しています。 

         ただ、小越委員が言われるように、やはり大切につくってきた農地を貸し出

すということには、非常に農家の方々も重い踏ん切りが必要ということで、

推進していくには、なかなか厳しいものがあるかと思いますけれども、やは

り高齢化で耕作放棄地が多くなる中では、その耕作放棄地等も含めて、農地

が耕作放棄地化しないように担い手に引き渡す、そういう支援が必要という

ことで、今回の農地集積協力金につきましては、戸別所得補償制度の加入者

ということで、水田農業中心になりますが、そういう方に制度を説明してい

く中で、担い手への集積に協力していただきたいと考えております。 

 

小越委員  そのすべて白紙委任で１０年以上、そして新たな１０年間、販売をしてはい

けない。農作物をつくってはいけない。そして、機械ですよね。トラクターと

か、田植え機とか、コンバインを廃棄することとなりますと、１０年後には、

もう自分は、１０年間、販売も、つくってはいけない、ほかのもつくってはい

けない、すべて自作地を出すわけですから。農業しなくて、１０年後には機械

もないということになりますと、もう農業をやらないことを宣言するというこ

とじゃありませんか、これは。 

 

山本農村振興課長  基本的に、やはり年齢ということ、あるいは後継者というようなことの

中から、所有している農地を、ここを守っていけないという場面の人もあると

思います。そうした方々が、やはり一生懸命つくってきた農地を、そのまま荒

らしていくことは非常に残念なことだと思いますし、そういう農地を有効に使

うということで、こういう制度で、新たな担い手に、ぜひ私の農地を使ってい

ただきたいという人に対して、ぜひ担い手の規模拡大のために協力いただきた

いというような形で推進をしていきたいと考えております。 

やはり、小越委員がおっしゃるように、非常に農地は長年つくってきたと

いうようなことで、思い入れが多いとは思いますけれども、それが荒れていく

というのは、つくっていた人にとってみれば、すごく忍びないことだと思いま

す。そういう面で、私は、本人ができなくなっても、だれかにつくってもらっ

て農地を守るという意味での、提供者に対して、この制度を説明していって、

協力をいただきたいと考えております。 

 

小越委員  これは国からの交付の事業で、国の目的はどういう目的で、この経営転換協

力金をするんでしょうか。 

 

山本農村振興課長  国においては、今回の東日本大震災もありまして、それも、やはり農業

の経営基盤を強化していかなきゃならないという中で、どうしても、もうける

ためには、要は規模拡大をしていくことが大事だということの中で、担い手を

ふやして農地を集積していくことが戦略の中に掲げておりまして、担い手であ

る一経営体が、平均においては２０ヘクタールから３０ヘクタール規模の農地

を集積して経営を行っていく。山地においても、１０ヘクタールから２０ヘク

タールの規模で経営をしていくような形の強い農業者、担い手をつくっていく

というところが、今回の農地集積協力金の制度ができたもとになっているので

はないかと考えております。 

 

小越委員  国の基本方針では、やはり御説明ありました、平地で２０ヘクタールから３

０ヘクタール、中山間地域で１０ヘクタールから２０ヘクタールの規模の経営
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体が占めるような構造をつくりたいということで、これが出てきたと思うんで

すけど、そうしますと、山梨県でも２０ヘクタールから３０ヘクタールの規模

をつくる目的としますと、現在、多分、北杜や韮崎が主要になると思うんです。

戸別所得補償制度は、大体、水田しかないので。そうしますと、今の米農家は、

大体何軒ぐらい減るんでしょうか。何％に集約されるんでしょうか。 

 

山本農村振興課長   米の経営農家がどのぐらい縮小されるかというのは、ちょっと私、手

元に資料がございませんが、私どもの考え方として、農地集積協力金の推進の

中で、確かに国は２０ヘクタールから３０ヘクタール、あるいは山地で１０ヘ

クタールから２０ヘクタールという規模を想定して、そういう強い経営者とい

うのを目指しているわけですけれども、山梨県に、そうした農家というのは、

ちょっと数字がございませんが、あまり多くはないと思います。 

２０ヘクタールが要件ということではございませんので、現在、水田で農

業されている方が、例えば４ヘクタール、５ヘクタールであって、それの１０％、

あるいは２０％の規模拡大をするときに、今回の経営転換協力金によって提出

いただいた農家の方の農地をつくっていくというようなことは可能だと思い

ますので。あくまでも２０ヘクタール、３０ヘクタールの要件ということで推

進していくとは考えてございません。 

 

小越委員  そうはいいましても、日本全体のこの目標は、強い農家をつくる、大規模農

家をつくるということで、これがつくられている。それで、１０年間、もう白

紙委任をして、機械も全部処分しなさいと。もう１０年間、それから１０年後

も農業はできませんということを、自分がみずから宣言する。そうしますと、

１０年後に、じゃあ、本当にその土地がどうなっているのか、非常に心配です。  

この制度は、ＴＰＰの参加を前提とする、前倒しの国がつくってきた予算

ですよね。大規模化を推進するために、農業を集積しなさいと。３０万、５０

万と言いましたが、毎年来るわけではなく、１回だけ来るだけですよね。農業

の機械を廃棄したりする処分のお金に３０万、２０万が消えていくと思えば、

今後の農業の１０年後、２０年後の先に、農業がどうなっていくのか、非常に

心配になります。この白紙委任をして、もう農業させないという、この経営転

換協力金には、私は反対をいたしたいと思います。 

 

討論      なし 

 

採決      賛成多数で原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

 

※第３２号 平成２４年度山梨県農業改良資金特別会計予算 

  

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

 

※第４５号 県営土地改良事業施行に伴う市町村負担の件 

 

質疑 

 



平成２４年２月定例会農政産業観光委員会会議録(当初①) 

- 44 - 

小越委員  これは工事費であって、事務費の市町村への負担割合はないということでよ

ろしいんでしょうか。 

 

有賀耕地課長  これはございません。 

 

小越委員  事務費の負担をやめたのはよいことだと思うんですけれども、そもそも、や

っぱり、これは県がやっているものであり、市町村に意見を聴取したとはいえ、

市町村は、いわゆる出さなきゃならないですけど。県がやるべき事業ですから、

私はこれ、市町村に負担をさせるべきではないと思います。私はこの条例には

反対いたします。 

 

討論      なし 

 

採決      賛成多数で原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

 

※請願第２３－６号 

 

意見 

 

小越委員  ぜひ採択していただきたいと思います。ＴＰＰの参加に向けて交渉が始まっ

ており、大変危惧しております。ＴＰＰの協議が始まり、日米間の協議も始ま

りました。日本が、すべての品目を対象とし、米を除くことはしないと。反転、

２１分野も対象にすると日本みずからが述べており、完全自由化に日本が踏み

出すということは、とんでもないことだと思います。アメリカ側からも、すべ

ての品目や規制緩和を迫っております。 

          先ほど審議がありました農政部関係の問題でも、このＴＰＰが勧誘されま

すと、山梨県の農業を守るどころか、すべてが入ってくることになります。

特に、私も本会議で言いましたＩＳＤＳ条項が入りますと、アメリカなど強

い姿勢で規制の排除を要求されてきます。給食ですとか公共事業、それから

医薬品も含めて、ＩＳＤＳが発動されますと、相手側の国が日本政府を訴え

て、それはまかりならないということになりますと、とんでもないことにな

ります。 

今、参加に向けて政府は、この間も再三述べてきたから。参加するかどうか、

まだ決めていないと。交渉することだけ決めたと言っているわけですから。で

あれば、ＴＰＰに参加しない、入らないということを、ここで、ぜひとも意思

表示をすべきです。 

         全国各地で今、ＴＰＰ参加阻止の動きが県、それからＪＡ各団体でいろい

ろな地域でＴＰＰ阻止の集会も開かれております。山梨県の農業を守る立場

からも、ほかの産業もそうですけれどもＴＰＰ参加に反対する意見書採択を

ぜひお願いしたいと思います。 

 

討論      なし 

 

採決      賛成多数で継続すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項 
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質疑 

（果樹の新品種のブランド化推進について） 

木村委員  ２月２６日の朝日新聞で、いちご王国・栃木、次期エース開発という記事が

載りました。とちおとめというのは大変有名ですけれども、それにかわる品種

を県が開発したというものであります。苗の一般発売までには、まだ３年ほど

かかるそうですけれども、この記事を読んで、栃木県のブランド化にかける意

気込みを感じたところです。 

         最近は、このほかにも、例えば長野県では、ブドウの巨峰にかわる品種とし

て、皮ごと食べられる長野パームの産地化に力を入れているとも聞きますし、

石川県でも、赤くて大粒のルビーロマンという品種でブランド化を図って話題

を呼んでいると伺っています。 

         こうした他県の動きを見ますと、我が県でも負けてはいられないと思いまし

て、幾つか質問をしたいと思います。時間も迫っていますので、３点ほどと思

いましたけど、縮小して２点にしたいと思いますが、まず、本県では、果樹の

新品種の育成に、どのように取り組んでおられるのか、お聞きしたいと思いま

す。 

 

樋川農業技術課長  果樹の品種育成ということでございますけれども、現在、果樹試験場に

おきまして、消費者ニーズをとらえながら、また栽培性も考慮しながら、品質

のすぐれた本県独自のオリジナル品種ということで、開発に向けて取り組みを

進めております。 

これまでに、桃の夢しずく、それからスモモのサマービュート、サマーエン

ジェル、桜桃の富士あかね、ブドウでの生食用の甲斐のくろまるですとか、あ

るいは醸造用の甲斐ノワールという品種を開発してきております。 

         新品種の開発に当たりましては、例えばブドウでは、大粒で、ボリューム感

があって、食味がすぐれているですとか、あるいは温暖化に対応して着色がい

いとか、また販売に有利な時期に出荷できるというような、それぞれ品目ごと

に特性の目標を定めて開発を進めているところでございまして、一番最近のブ

ドウの育成品種、先ほど申しました甲斐のくろまるというのがございますけれ

ども、これにつきましては現在、品種登録の手続中でございますけれども、非

常に大粒で着色がすぐれていて、黒系の品種でございますけれども、高値販売

が期待できる８月の旧盆前に出荷できるというようなことで、今後の産地化に

向けて、生産者のほうから非常に高い期待が寄せられているところでございま

す。 

 

木村委員  会派で山梨市の果樹試験場を研修しまして、本当に皆さんの頑張っている様

子を目の当たりに見て帰ってきました。一生懸命、積極的に頑張っているなと

思っています。 

         他県の取り組みを見ましても、新品種でブランド化を図って農家の所得の向

上につなげていくためには、何といいましても、単に品種を開発するだけでは

なくて、さっきの豚もそうですけど、木の場合は苗木ですよね。苗木の供給も

しっかり行うことと、さらにＰＲを積極的に展開していくことが極めて大切な

ことではないかと思います。 

先ほどお話が出ました、最近開発されたブドウの甲斐のくろまるは、大変期

待を持っているわけですけれども、この産地化について、どのように取り組ん

でいるのか、苗木の生産状況なども含めてお話しください。 

 

西野果樹食品流通課長  県が育成した果樹の新品種につきましては、関係者が一体となって
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産地化を進めなければならないということで、県、農業団体、生産者団体、苗

木の組合等で構成する山梨県オリジナル品種ブランド化推進会議を設置して

いまして、そこでいろいろな話し合いをして進めているところでございます。 

         今、お話のありました甲斐のくろまるにつきましても、有望な品種だという

ことで、その苗の増殖について、いろいろ話し合いをしておるところでござい

ます。 

         くろまるにつきましては現在、苗木の増殖に向けて、いろいろ検討している

わけでございますけれども、早く増殖しなければいけないということで、今年

度につきましては、穂木をとるための母樹園の設置をするというところまでこ

ぎつけております。 

         それとは別に、３００本ほどの苗木が増殖できておりますので、それを各産

地に、特性を見たり、技術を統一していくというようなことを今後やっていく

ための試験的な圃場、展示圃場として植えていくというところまで来ておりま

す。 

         今後につきましては、そういう特性を見ながら、技術統一もしながら、今度

植える圃場が、３年ぐらいすると収穫ができるということでございますので、

それを目安に、これからどういう販売戦略をしていったらいいかということも、

その推進会議のほうで検討していきながら、収穫ができて出荷ができるように

なれば、関係者一丸となってＰＲもしていきたいと考えております。 

  

木村委員  甲斐のくろまるというのは、どこで聞いたのか、頭にこびりついていて、大

変期待をするところであります。農家も大変期待していると思いますので、少

しでも早く、そして多くの苗木をくって産地化をお願いをしたいと思います。 

 最後の質問になりますが、長い間、本県の果樹農業の振興に精力的に取り組

んでこられました齋藤技監が３月で退職とお伺いしまして、何かちょっと寂し

い気もしているんですけれども、今まで山梨県の果樹農業の振興に努めて  

こられた自負もあるでしょう。委員会も今日が最後で、今日でお別れですけれ

ども、農業技術職のトップとして、本県のオリジナル品種のブランド化の戦略

について、どのように進めていくべきだと、お考えがあったら、ぜひお聞きし

て終わりたいと思います。 

 

齋藤農政部技監  若干、私の考えも含めて、御説明させていただきたいと思います。 

         先ほど山下委員も言われましたし、部長からもブランド戦略という部分につ

いて、これからの取り組みとして非常に重要だという認識が示されたところで

ございます。とりわけ果物の育成について非常に年月がかかるということで、

スピードアップを図るということで、平成１６年から、新しい生食用のブドウ

の品種の育成も進めて、ようやく、ここでブドウ第１号、２号という形の甲斐

のくろまる、ジュエルマスカットというような２つの品種が出てきているとこ

ろでございます。 

         新しい品種ができましたので、これをいかに戦略的にＰＲしていくかという

形で、やはりオリジナル品種というのは、本県農畜産物のブランド戦略の大き

な１つの柱でございます。１つ、もう１個進めている特選農産物認証制度もご

ざいますけれども、やっぱりオリジナル農産物といいますか、オリジナルの品

種については、これからの山梨県のブランド化戦略の柱として牽引をしていく

べきものになっていくかなとも考えています。 

そういう意味では、ぜひ、これから世に出ます甲斐のくろまるですとか、

新しい果樹の品種、また畜産の品種ですとか、いろいろ水産の新しい品種です

とか、そういういろいろなブランド農産物の戦略も、やはり、これからの戦略
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的な取り組みをしていかないといけないのではないかと思います。 

         先ほど言いましたように、やっぱりセンセーショナルにデビューをするん

だというところもひっくるめて、戦略的にトップブランドのオリジナル品種

というものを売り込んでいく必要があるのではないかとも思っておるところ

でございます。 

         そうしたオリジナルの農畜産・水産物も含めて、これから、いろいろな新

しいオリジナルのものが世に出てくる。間もなく、いろいろなものが出てく

ると私ども農政部のほうでは考えております。ですから、それらも含めて、

新しいオリジナル農産物の、これからの展開を含めてブランド化を推進し、

本県農業の農家の人たちがもうかる農業の実現のために力を合わせていけれ

ばなと、私の感想も含めて最後に答えさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

       （六次産業化の取り組みについて） 

小越委員  国が、我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画をつくって、

１つは先ほど私、反対をしました平地で２０ヘクタールから３０ヘクタールで

す。もう一つが六次産業です。国は六次産業を推進するということで、５年間

で六次産業の市場規模を現行１兆円から３倍の３兆円、そして１０年後には農

林水産業、同程度の１０兆円規模に市場育成を目指すということでやる予定だ

そうです。 

         六次産業の話は、本会議でも、この委員会でも、いつも出てくるんですけれ

ども、農政部として、この六次産業を、今どのあたりにいるのかが、よく見え

てこないのです。国は農林漁業成長産業化ファンドといって、今年３００億円、

それから新規で９５億円と、六次産業化の予算として費やしてきているんです

けれども、山梨県は六次産業というのは、どの程度いっているんでしょうか。

新しい商品開発、産業として、六次産業化した、産業というか、企業とか、法

人とか、会社などが幾つぐらいあるんでしょうか。 

 

西野果樹食品流通課長  六次産業化の取り組みの状況という意味合いですと、いろいろなと

ころが取り組んでいまして、まず法律に基づく取り組みとして、六次産業に取

り組む事業者が計画をつくる。総合化事業計画というのをつくるんですけれど

も、そういう取り組みについては、山梨県では今現在、１１の事業体が、その

計画をつくって取り組んでおります。それは新たに、これから頑張ろうという

ことだと思いますけれども。 

         そして、それ以外に、数字的なのは、これ、なかなか難しいんですけれども、

企業が農業に取り組む際に、加工も含めてやりたいとかという方々もたくさん

おりまして、そういう希望者というのは、我々が把握しているのは大体、今の

ところ、４０弱ぐらいの数字は聞いておりますけれども、そんな状況でござい

ます。 

 

小越委員  その市場規模を国はこれから３倍にしていこうと言っているんですけれど

も、山梨県とすれば、市場規模、六次産業化で、どのようなところに、どのぐ

らいの市場規模――生産額とか、出荷量などを見込んで六次産業化を進めよう

としているのか、お伺いしたいんです。 

 

西野果樹食品流通課長  目標として幾らとかというのはつくっていなくて、本県の場合、ル

ネサンス大綱の中で、六次産業化に新たに取り組む主体を５０、これから増や

していこうという目標にしております。 
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金額的な話は、主体によって大規模なところもありますし、規模の小さい

ところもございますので、ルネサンス大綱の目標は、数を目標に今、頑張ろう

としております。 

 

小越委員  その六次産業化を、小泉武夫先生の話だけではなくて、産業として育成する

ために、山梨県がアドバイスをしたり、販売をしたりとか、マッチングしたり、

そういうところには、どのような手だてをしているんでしょうか。 

 

西野果樹食品流通課長  先ほどお話しした総合化計画の作成もお手伝いしているんですけれ

ども、県としては、六次産業化を推進するためのプロジェクト会議というのを

設置しておりまして、そのメンバーには、農業団体や商工関係の団体、あるい

は県、国の機関、さまざまな関係者に入っていただいて検討しています。 

 そして、国のほうでは六次産業を進めるためにサポートセンターというのを

各県に１つずつ設置しているんですけれども、そのサポートセンターの中に、

プランナーといいまして、六次産業を進める方々にいろいろな指導をするプラ

ンナーが山梨県、３人いるんですね。そういう方々とも連携しながら相談に乗

っているということで、ソフト的には、そういう形で今、指導しております。 

 

小越委員  これで終わりにしますけれど、六次産業を進めるという中で、県が、じゃ、

六次産業、今どういうことになっているのか、いま一つ見えてこないんです。

どの程度やっているのか。今、１１事業体、４０ぐらいあると言うんですけれ

ども、あのこと、あの中というけど、その六次産業がどういうふうにつながっ

てきているのかが、全体像が見えてこないんです、山梨県がどういうことをし

ようとしているのか。農業だけじゃない、林業も含む。第一次産業がベースで

すから、第一次産業あってこその六次産業なので、そこは、やっぱり農政部な

り林務含めて主体していかないと、この六次産業といえば、県に直接補助金が

来ていくわけではなく、直接ダイレクトに国から事業体にお金がくことになり

ますと、様子がわからなくなってしまうんですよね。 

         だから、六次産業を進めるのであれば、県がしっかり、その１１事業体がど

んなことをしているのか、どんなことをやろうとしているのか、どれが困って

いるのか、しっかりつかんでいただいて、その３倍にするという方針ではあり

ますけれども、山梨県、どのような六次産業を目指して、どこに販路、道が出

るのかというのを、もう少し県としても責任を持ってやっていただきたいと思

います。 

いろいろな加工品の開発もいいんですけれども、全体として産業として成

り立っていかないと、これは雇用も生まれないし、お金、県民所得が増えない

んですよね。県民所得を増やすために、産業を育成するために六次産業はある

ので、そこはしっかり農政部として、手綱をちゃんと持って、こっちの方向へ

行くんだということをしていただきたいと思っておりますので。 

ぜひ六次産業、中心になるのは第一次産業ベースですから、産業部でもない

と思いますし、農政部のところが、やっぱり、しっかりそこをやっていただき

たいと思っております。お願いします。 

 

 

その他     ・本日は、観光部関係及び農政部関係の審査で終了し、３月８日午前１０時か

ら、企業局関係及び産業労働部・労働委員会関係について会議を開くことと

して閉会した。 
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以 上 

 

                     農政産業観光委員長  堀内 富久 


